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１．はじめに

ロボットの導入が進んでいないサービスや三品産業分野等においては、人手不足への対応やコロナ禍
を踏まえた三密回避のためのツールとして、ロボットに対する期待が高まっている。
現時点では、ある特定企業を前提とした活用範囲の狭いロボット開発や供給の傾向にあるため、
ロボットは高機能・特定企業仕様ゆえの高コスト構造となっている。
それが、現時点において幅広くロボットが普及していない大きな原因の一つであると考えられる。

ロボットの導入を加速させていくためには、所与の環境に後からロボットを導入させていくという発想では
なく、ユーザーにおける業務フローや施設環境を、ロボットを導入しやすい、“ロボットフレンドリーな環境”
へ変革させることが必要である。
そうすることで、ロボットを“一品モノ”化してしまうカスタマイズは不要となることに加え、ロボットの仕様が
収斂していくことを通じて、市場をスケールさせ、ロボットの価格を安価なものとし、社会実装を加速
させていくことが可能となる。

このロボットフレンドリーな環境を実現していくためには、技術開発もさることながら、標準化を進めて
いくことが重要である。
本報告書は、ロボット実装モデル構築推進タスクフォースで活動している4つのTCのおいて標準化・

ルール化を進めていくための戦略についてまとめたものである。
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２．全体概要

本報告書は、ロボット実装モデル構築推進タスクフォースで活動している４つのTC：施設管理TC※、
食品TC、小売りTCおよび物流倉庫TCの検討結果に関する内容を標準化・ルール化していくにあ
たっての戦略を策定したものである。

報告書をまとめるにあたり、次を行った。
・令和2年度および令和3年度産業標準化加速事業（戦略的国際標準化加速事業：ルール
形成戦略に係る調査研究（ロボットフレンドリーな環境の実現に関するルール形成戦略の構築に
係る調査）調査結果の調査

・国内および海外における当該分野の動向調査
・METI殿との打合せ（各TCの現状把握、進め方、調査状況報告）
・各TC（施設管理、食品、小売、物流倉庫）へのヒアリング
・類似・先端事例調査
・カーボンニュートラル政策・制度調査
・ルール形成戦略事例調査
・各国における標準化戦略（欧州および中国）調査

報告書の内容

※施設管理TCに参画してきた企業が主体となり、2022年9月に 「一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構（Robot Friendly Asset Promotion Associatin：RFA）が
設立され、本法人が中心となりロボフレ環境の実現に向けた検討や標準化が推進される。
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3.1 施設管理

凸版印刷（株）
複数の異種ロボットを一元制御するデジタルツイン・ソリューション「TransBots™」を開発

• Virtual Reality（以下 VR）技術とComputer Vision（以下 CV）技術を活用し、複数の異なる種類のサービスロボットを一元
管理・制御するデジタルツイン・ソリューション

• 実際の展示会や会場等の実空間と、それを再現したVR空間をリアルタイムに連動し、複数ロボットの一元管理・協調制御が行える。
• VR空間上でロボットの走行コースを設定すると、実際のロボットが現在の自己位置を推定やコース上の障害物を回避、ロボットからの音

声で周囲に安全を促したりし、実際の目的場所まで安全に自律走行する。
• 遠隔地からロボット操作もできる。
• 入場制限が設けられた展示会やコンサートなど大規模イベントへの遠隔参加や、離島の住民がオンラインの医療サービスを受けるなど

様々な活用が期待できる。

出所：
https://www.toppan.co.jp/news/2021/09/ne
wsrelease210909_1.html

図3.1-1：「TransBots™」システム構成図
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3.1 施設管理

大成建設（株）
ロボット統合管制プラットフォーム「RoboHUB」を開発

施設内で稼働する様々なロボットの運用や建物設備との連携を一元管理するロボット統合管制プラットフォーム
異なるメーカーの各種ロボットと建物設備を連携し、病院施設にて運用開始
【主な５つの機能】
ロボットと建物設備との統合接続による連携：ロボットの制御システムとエレベータ、自動ドア、ナースコールなどの建物設備を
統合接続により連携できる。
ロボットの稼働状況を可視化：ロボットの位置やアラート発生状況を把握し、施設内における全てのロボットの稼働状況を一
元的に管理し可視化できる。
ロボットの走行を管理：異なるメーカーのロボットの同時走行を管理し、交差点・狭隘な廊下等の優先走行管理やエレベー
タと連携できる。
災害時の緊急停止：自動火災報知器や地震速報等の建物から得られる緊急時の情報を取得し、ロボットが人の避難の
障害物にならない場所で緊急停止できる。
データ分析による効率的なロボット利用等を提案：ロボットの稼働データを分析し、施設管理者が効率的なロボットの利用
や建物設備運用などを検討できるツールを提供する。

出所：https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2022/220606_8778.html

図3.1-2：「RoboHUB」の主な５つの機能
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3.1 施設管理

日本オーチス・エレベータ株式会社（株）
日本オーチスのエレベーターが、ZMPのロボットとのクラウド連携に成功

• Otis Integrated Dispatch™ 技術を用いて、クラウド経由でオーチスのエレベーターとZMP社のロボットをシームレスに連携
• ロボットが、人間の手を借りずに、エレベーターを呼び、目的地を選択し、効率的に乗り降りすることが可能
• Otis Integrated Dispatch™は、サービスロボットをエレベーターと統合するためのクラウドベースのAPIソリューションで、従来のハードワ

イヤード統合よりも迅速かつ低コストで設置可能（Otis社のエレベータと多くの自律型サービス・ロボットと連携できるように設計された
API）

• Otis Integrated DispatchをZMP社のロボットクラウド管理システム「ROBO-HI」に提供（連携）し、クラウドを介して、当社のエレ
ベーターとシームレスに連携することができ、人間の手を借りずに、エレベーターを呼び、目的地を選択し、効率的に乗り降りすることが可
能

出所： https://www.otis.com/ja/jp/news?cn=nippon-otis-elevators-
successfully-integrate-via-cloud-with-zmp-robots

図3.1-3：日本オーチスのショールームで走行するPATORO

Otis Integrated Dispatchと様々なロボットメーカが協
力してエレベータ連携を実現している。
例えばCobalt Robotics社など
https://mobilerobotguide.com/2022/08/17/cobalt-
robotics-partners-with-otis-for-elevator-
integration/
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3.1 施設管理

東芝エレベータ（株）
クラウドを介したデータ通信によるエレベーターとロボットの連携機能を開発

• 汎用性の高いクラウドを用い、エレベーターがロボットをはじめ様々な機器と容易に連携することで、建物内のより充実したサービスへの活
用を可能とする。

• ZMP社のロボットクラウド管理システム「ROBO-HI®（ロボハイ®®）」と自動運転警備ロボット「PATORO®（パトロ®）」をクラウ
ドを介したデータ通信によって、エレベーターの目的階を選択できるかを確認した。

• エレベーターの到着確認、乗車、目的フロアへ移動した後、エレベーターを降車、降車終了する一連の確認ができた。

出所： https://www.toshiba-
elevator.co.jp/elv/newsrelease/2022/post-20.html

図3.1-4：クラウドからの信号を受けてエレベータに乗り込むロボット

Otis社に追従して挑戦したイメージ
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3.1 施設管理

Wireless City Planning（株）
自律走行ロボットエレベータ連携実証事業

• サービス付き高齢者向け住宅やオフィスビルにおいて、複数の通信規格に対応し、人感センサ等各種センサを搭載した屋内型自律走
行ロボットがエレベータと連携して複数階を移動し、荷物の宅配、人の見守り等を代行することで、地域の労働生産性や生産力を向
上させ、地域の活性化を図る。

出所： https://www.soumu.go.jp/main_content/000750553.pdf

図3.1-7：自律走行ロボットエレベータ連携実証事業 実証実験内容
図3.1-8：自律走行ロボットエレベータ連携実証事業 実証実験の様子
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3.1 施設管理

フジテック株式会社（株）
成田空港でパーソナルモビリティと当社製エレベータを初連携

• 成田空港国際線第2旅客ターミナルでパーソナルモビリティとエレベータを連携し、出国審査後の出発地点から目的の搭乗ゲート付
近まで、上下階をまたいですべて自動運転で移動する試み

• 自動運転のルート上にある既設エレベータの機能追加を実施し、WHILL自動運転モビリティサービスと連携したエレベータ制御により、
目的階へ階層移動することを可能した

出所：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000046269.html

図3.1-9：WHILL自動運転モビリティサービスと連携したエレベータの様子
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3.1 施設管理

Nippon Sysit Co., Ltd.
ELEVATOR INTEGRATION

出所： https://www.hapybot.com/elevator/

• HAPYBOT Robot needs to communicate with the elevator control system to obtain status of and submit 
request to the elevator.  

• The most feasible solution is that the elevator manufacturer or partners provide interfacef or robot to 
request.  

• Herein this document is written to specify the technical requirements to communicate between robot 
and elevator.

図3.1-10：HAPYBOTエレベータ通信システム

図3.1-11：エレベーターインターフェースワークフロー
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3.1 施設管理

Savioke Co., Ltd.
Features New Mechanical Elevator Interface and Knocks Down a Major 
Hurdle to Product Acceptance

出所： https://www.roboticsbusinessreview.com/rbr50-
company-2022/savioke-relay-features-new-mechanical-
elevator-interface-and-knocks-down-a-major-hurdle-to-
product-acceptance/

• In December 2021, Savioke released the Relay+ with a new mechanically actuated elevator button pusher 
that eliminates the need to communicate electronically with the elevator control unit. 

• Savioke is positioning this feature as “quick install” capability, as the robot uses a vision camera to 
identify the call buttons and floor buttons and then position the robot to manually push the buttons, 
just like a human would. 

the Relay+ was engineered to use a 
mechanical actuator along with vision 
guidance and AI to quickly learn the 
configuration of any building's physical 
elevator controls (i.e. the buttons used 
by humans). 
This process can be completed in as little 
as four hours, after which, the Relay+ 
is able to successfully make deliveries 
from the front desk to any room in the 
facility.

図3.1-12： Relay+がエレベータを操作する様子
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3.1 施設管理

TK Elevator Co., Ltd.
TK Elevator Installs Elevators With Robotic, Remote Capabilities at New 
Calgary Cancer Centre

出所：
https://www.robotics247.com/article/tk_elevator_installs_eleva
tors_robotic_remote_capabilities_new_calgary_cancer_centre/t
echnologies

• The 12 service cars at the main hospital feature TK Elevator's application programming interface (API), 
which allows autonomous mobile robots to use elevators like humans. 

• The interface permits robots to act like human passengers. They can call for an elevator via Wi-Fi or 5G 
LTE, select a floor, and then exiting the elevator upon reaching its destination.

• Using machine vision, a robot can determine if an elevator has enough room or if it's too full to 
accommodate the robot.

• The interface also informs the elevator system when to open the doors and adjust door dwell timing to 
ensure the smoothest journey possible for the robot.

図3.1-13： TKエレベーターのデジタル高度なエレベーターを設置したカル
ガリーがんセンター
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3.1 施設管理「BACnetとは？」

BACnet：Building Automation and Control Network

• 読み方は「バックネット」
• ビルの各種機器（空調、照明、エレベータ、火災報知器など）をコントロールすることを目的とし、

ビルの機器同士がどのように通信するかの取り決めを定義している規格（プロトコル規格： ISO 16484-5:2022 ）
• 従来、ビル機器は、それぞれのメーカーが独自の通信規格を用いてコントロールをしていたが、それだと異なるメーカー同士の機器を繋ぐた

めには追加の開発が必要となったり、ビルオーナが機器を選定する自由がなかったため、業界で統一的な通信規格を定義して、それを
オープンにすることで、メーカー問わず連携できるようにするために登場した。

• 現在のビル制御プロトコルのデファクトスタンダード（業界標準規格）

BACnet

参考）ISO BACS の通信プロトコルとBACnetの動向, 豊田武二, 電気設備学会, 平成17年2月
参考）https://www.watanabe-electric.co.jp/bacnet/about.html
参考）https://qiita.com/kzfrkw/items/7d94dbb6dbd45a66851c

図3.1-14： クローズシステムのビルディングネットワーク用通信プロトコル 図3.1-15： オープンシステムのビルディングネットワーク用通信プロトコル
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3.1 施設管理【参考】BACnetサービスの一覧

参考）ISO BACS の通信プロトコルとBACnetの動向, 豊田武二, 電気設備学会, 平成17年2月
参考）https://qiita.com/kzfrkw/items/7d94dbb6dbd45a66851c

• プロトコルバージョンによってサービスの群や種の数が異なる。
• 図は2005年版のもの（プロトコルバージョンは不明）
• 8群 43個のサービスが定義されている。

■基本的なサービス
•Confirmed-request(応答ありのRequest)

• readProperty: オブジェクトとプロパティを指定して、
その内容を取得する

• writeProperty: オブジェクトとプロパティを指定し
て、その内容を更新する

• subscribeCOV: COV(Change Of Value)の通知を受
け取れるように、通知先として自分の情報を登録する

•Unconfirmed-request(応答なしのRequest)
• i-Am: 自分の情報（Id情報や通信先のアドレスなど）

を周知する
• who-is: Idを指定して、そのIdをもつデバイスから、

通信するためのアドレス情報を返してもらうように依
頼する

• unconfirmedCOVNotification: 自身の値が変わった
ことを他のデバイスに周知する

この他にも多くの種類のサービスがあり、これらを利用して
デバイス間で情報をやりとりしたり、他のデバイスを操作す
る。

表3.1-2 BACnetのサービスリスト
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3.1 施設管理【参考】BACnetのオブジェクト例

• バージョンによってオブジェクトの群や種の数が異なる。
• 図は2005年版のもの（プロトコルバージョンは不明）
• 6群 23個のオブジェクトが定義されている。

参考）ISO BACS の通信プロトコルとBACnetの動向, 豊田武二, 電気設備学会, 平成17年2月
参考）https://qiita.com/kzfrkw/items/7d94dbb6dbd45a66851c

オブジェクトの組合せでデバイス（ビル機器）を表現する。
オブジェクトの数は2021年時点では、50種類を超え、エレベータなども表現できたりするので、
ビル管理に必要な各種ビル機器をそれらで表現することが可能。

図3.1-23 BACnetのオブジェクト例
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3.1 施設管理 BACnetのプロパティ例

• バージョンによってオブジェクトの群や種の数が異なる。
• 表は2005年版のもの（プロトコルバージョンは不明）
• Analog Inputオブジェクトが持つプロパティの例
• 全オブジェクトのプロパティ数は130個以上ある。

参考）ISO BACS の通信プロトコルとBACnetの動向, 豊田武二, 電気設備学会, 平成17年2月

表3.1-3 Analog Inputオブジェクトが持つプロパティ例
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3.1 施設管理【参考】デバイス、オブジェクト、プロパティの例

例）Binary Outputオブジェクトは空調機などの発停指令に使用されるオブジェクト

■制御の例
• 上位システムから空調機に対しての発停を要求

された場合、“Active（運転）” または ”Inactive
（停止）” が「Present_Value」プロパティに書
き込まれて空調機を発停制御する。

• 「Present_Value」プロパティの値
が ”Inactive” から ”Active” に変化すると

• 「Change_Of_State_Time（状態変化時刻）」
プロパティと「Change_Of_State_Count（状
態変化回数）」プロパティが更新される。

• 外部のビル機器から空調機のBinary Outputオブ
ジェクトの「Present_Value」プロパティに対
してreadPropertyサービス（応答あり要求）が
来た場合、「Present_Value」プロパティの値
をレスポンスする。

• オブジェクトに対して複数のプロパティが機能
し、発停操作や状態監視などの様々な制御を可
能にする。

参考）https://keiso-engine.com/bacnet object-property/

図3.1-24 BACnetによる空調機のデバイス表現例

表3.1-4 Binary Outputオブジェクトが持つプロパティの一部
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3.1 施設管理

Contemporary Controls

Contemporary Controls Provides BACnet Interface for People-Movers at Manchester (UK) Airport

Otis Elevator Company was selected to provide the people-mover solutions for Terminal 2. They turned to 

Contemporary Controls Ltd (CCL) for assistance with the connection of their products–including elevators, 

escalators, and moving walkways–with the Delta Controls head-end Building Management System (BMS) 

being installed. Working with all parties, CCL developed a turn-key solution that satisfies everyone's 

requirements. The BAScontrol22 (BASC-22R) was chosen for this application.

出所：https://www.ccontrols.com/enews/2018/0918story4.htm

図3.1-26：BAScontrol22(BASC-22R)

BAScontrol22(BASC-22R)：

イーサネット接続を使用して

BACnet/IPとセドナをサポートする

22ポイントユニタリコントローラ

図3.1-25：マンチェスター空港に導入されたBACnetインタフェース
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3.1 施設管理

Lake County Central Permit Facility
Libertyville, Illinois, United States

The building is the Central Permit Facility and Water Quality Laboratory for Lake County in Waukegan, IL. 

The Building Automation System design goal was to integrate virtually all building systems into one 

common BACnet Internetwork. All HVAC, Lighting, Fire Alarm, Electrical and specialty systems such as 

the lab controls, server room air conditioning, elevator, foam system have BACnet interfaces.

出所：https://bacnetinternational.org/case-studies/lake-county-central-permit-facility/

図3.1-28：施設のBACnetシステムのイメージ

- Lift-Net BACnet interface 
to a ThyssenKrupp(ティッセ
ンクルップ) elevator

図3.1-27：イリノイ州ワキガンにあるレイク郡保健局および水質
研究所
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3.1 施設管理

三菱電機
BuilUnity エレベータクラウド制御サービス

先進のクラウドサービスを活用し、どこからでも複数ビルのエレベーター監視・制御を行うことができ
ます。スマートフォン/タブレットが監視盤の役割を果たし、エレベーターの状態の確認や、運行スケ
ジュールの設定が可能です。

出所：https://www.giho.mitsubishielectric.co.jp/giho/pdf/2020/2005104.pdf

図3.1-29： BuilUnityエレベータクラウド制御サービスのシステム
構成とスマートフォン画面

図3.1-30： BACnetによる状態変化通知の例
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3.2 食品

機械化に対する課題

図3.2-５：多品種少量生産食品の例 図3.2-6：不定形食品の例
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3.2 食品

不定形食材の定量盛り付けロボットの事例

図3.2-８：不定形食材の定量盛り付けに対するニーズとシーズ
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3.2 食品

蓋閉め工程の自動化事例

図3.2-9：蓋閉め工程の自動化の効果
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3.2 食品

蓋閉め工程の自動化事例

図3.2-10：自動化に適した食品容器の例
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3.2 食品

リース・レンタルSTC サービスモビリティの検討事例 ~検討プロセス（案）

図3.2-12：リース・レンタルSTCの取り組みプロセス事例



©JQA2023 44

3.2 食品

製造業における労働生産性の平均値

図3.2-13：各業界の労働生産性
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3.2 食品

惣菜協会会員企業へのアンケート集計結果

図3.2-14：惣菜協会会員企業へのアンケート結果
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3.2 食品

惣菜製造企業共通の課題解決

図3.2-15：惣菜業界の共通課題
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3.2 食品

ハンド開発事例

図3.2-16：コネクテッドロボティクス株式会社のハンド開発事例
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3.2 食品

デジタルツインによる構想設計（動作・能力検証）

図3.2-18：ロボフレ制御、ロボフレ番重の例
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3.2 食品

協働ロボットFoodlyのロボフレ現場導入成果とエンハンス
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3.3 小売

株式会社ROMS
RCS（Robotics Convenience Store）

ピッキングロボットと自動倉庫によりユーザのオーダーから受け取りまで完全な自動化・無人化を実現。ユーザはモバイルア
プリやKIOSK端末で注文し、ロボットがピッキング。準備した商品を受け取る仕組み。
2022年9月13日KDDIがRCSを活用したデリバリーアプリmenuからの注文専用のデリバリー/テイクアプト対応店舗
「auミニッツストア渋谷店」オープン。

出所：https://roms.inc/solution/robotics-automation

図3.3-1：ROMS社製 RCS 図3.3-2：auミニッツストア商品受け取り口

出所： https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/09/13/6241.html
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3.3 小売

株式会社ROMS
NFC（Nano Fulfillment Center）

ECやネットスーパー向け自動フルフィルメントセンター。ウォルマート（米国）などがネットスーパーの配送拠点となるマイクロ
フルフィルメントセンター（MFC）の導入を進めてきたのに対し、NFCはMFCより小型化され、日本の食品スーパーの実
情に合わせて設計されている。既存の店舗に併設することも可能。

出所： https://roms.inc/solution/robotics-automation

図3.3-3：ROMS社製 NFC
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3.3 小売

GROUND株式会社
自律型協働ロボット「PEER」

2022年1月ネットスーパーを提供する株式会社カスミ「BLANDEつくば並木店」において店内ピッキング支援ソリューショ
ンとして「PEER」を導入。従業員のピッキング業務の効率の向上、人為的ミスの低減、わずかな時間での作業習熟を目
的とする。

出所： https://robotstart.info/2022/01/28/net-super-picking-robot-blande.html
図3.3-4 ：PEER
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3.3 小売

テレイグジスタンス
AI ロボット「TX SCARA」

2022年8月ファミリーマートが300店舗でTX SCARAを導入することを発表。飲料陳列棚を補充業務をTX SCARAに
置きかえることで従業員のバックヤード作業を削減

出所： https://robotstart.info/2022/08/10/famima-telexistence-txscara.html

図3.3-5 ：TX SCARA
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3.3 小売

Simbe Robotics
在庫管理ロボット「Tally3.0」

店舗内を自律走行しながら、商品の状態を監視、配置ミスの発見、値札のチェックなど在庫管理を行う。米国、欧州、
中東、アジアの250の小売企業に配置。
カメラによる商品の値札・ラベルなどのキャプション、RFID機能による商品の在庫数のカウント・位置の追跡を行う。

出所： https://foodtech-japan.com/2020/10/25/simbe-robotics-tally3-0/図3.3-6：Tally3.0

出所： https://www.simberobotics.com/platform/capture/
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3.3 小売

BIPROGY
小売店舗向け業務代行AIロボット「RASFOR」

店舗内を自律走行しながら、売り場の状態をカメラで撮影。AI画像解析技術を用いて「POP期限チェック・売価チェック・
品切れチェック」を行う。

出所： https://pr.biprogy.com/solution/biz/robot/index.html図3.3-7：RASFOR
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3.3 小売

Robomart
移動型スーパー「Robomart」

2021年Robomartは移動型スーパーをカリフォルニアで運用。専用アプリでロボマートを呼び出し、到着したらユーザが商
品を選ぶ。RFIDにより選んだ商品の合計金額が計算され、クレジットカードに自動で請求される。現在は人間が運転す
るタイプだが、完全自律タイプを展開する構想を持っている。

出所： https://thespoon.tech/store-hailing-startup-robomart-launches-fleet-of-mobile-
mini-marts-in-west-hollywood/
出所： Robomart | Shop at home

図3.3-8：Romomart 図3.3-9：Romomart（完全自律タイプ）
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3.3 小売

株式会社TOUCH TO GO
ウォークスルー型完全キャッシュレス店舗

カメラの情報や陳列棚に設置された重量センサなどが入店したユーザと商品をリアルタイムに認識し、ユーザが決裁エリアに
立つと商品と購入金額が表示される。入店時に個人認証は不要。店舗はバックヤードに従業員を必ず一人配置し、消
費期限、賞味期限のチェックや、システムのエラー対応を行う。

出所： https://ttg.co.jp/図3.3-10：TOUCH TO GOの流れ
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3.3 小売

アリババグループ
無人店舗 Tao Cafe

入店時にアプリ認証と顔認証を行うことで入店者とECサービスタオバオのアカウント情報を紐づける。商品にはRFIDタグが
ついているため、入店者は商品を手に取って出口から退出することで決済を完了できる。アプリとアカウントが紐づけられる
ことで、不正を行った場合は信用情報を毀損するリスクがあるということが、セキュリティとして万引き等の不正を抑制するこ
とにつながっている。

出所： https://www.sbbit.jp/article/cont1/34106

図3.3-11：タオカフェの仕組み
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3.3 小売

Cloudpick
次世代AIデジタルストア

独自開発した商品学習システムで360度の外観情報や重量情報に基づいた商品の事前学習をしている。入店者が手
にした商品は、NVIDIA GPUを活用したクラウドサーバー上のデータを参照して認識を行っている。世界11か国200以
上の店舗を展開。

出所： https://robotstart.info/2022/05/16/cloudpick-digital-store-nvidia.html

図3.3-12：Cloudpickシステム概要

出所： https://en.cloudpick.com/jp/Default.aspx

出所： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000078330.html
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3.4 物流倉庫

物流倉庫で利用される走行ロボットの走行方式

走行ロボットは、ガイド式とガイドレス式に大別されます。ガイド式はロボットが走行する誘導路の床面あるいは床内に誘導
体を設置することにより、ロボットを誘導し走行するものです。

誘導体を連続して設置する固定経路型と、断続的に設置する半固定経路型に分類することができる。

ガイドレス式は誘導体を誘導路に設置せずに、自己位置、あるいは走行路を検出し走行するものです。床面の性質や
走行環境による床への影響などを考慮する必要がないという特徴があります。ガイドレス式は地上援助型と自律走行型
に分類することができる。

出典: https://robot-tech.jp/technology/rbo02.html

図 3.4-1：走行ロボットの走行方式
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3.4 物流倉庫

自律走行ロボットのマッピング技術

自律走行型は、走行ロボットが移動する周囲の環境に何らかの誘導装置を設置することなく、ロボット本体に搭載したセンサにより
自己位置、あるいは、走行路を検出して走行するものである。

主な自律走行型には、2次元SLAM方式、画像処理と3Dモデル比較方式、3次元SLAM方式がありますが、いずれもSLAM
（Simultaneous Localization and Mapping）という技術が基本になっている。

SLAM(スラム)とは環境を計測するセンサを用いて、「自己位置推定と環境地図作成を同時に行う」技術のことです。自己位置推
定は、自分が今どこにいてどの方向を向いているかを認識することを指し、環境地図作成は、自分の周辺環境を把握して地図を作
成することを指します。

出典: https://robot-tech.jp/technology/rbo02.html

SLAM方式 原理 検出の安定性 適用範囲

2次元方式 レーザスキャナで計算した複数の距離データを
用いて地図を作成し、この地図と距離データを
照合し、位置を同定する。

移動体接近時も検出（大勢に取囲まれる
と、検出失敗）

・生産現場への適用は比較的安価
・固定物がないと、検出できない
・坂道は要注意

画像処理と3Dモデル比較方式 3次元モデルデータから得られる2次元情報とカ
メラ画像を比較して、搬送ルートを導出し、自
律走行する。

３D(CAD)データと異なる状態での検出性
能が課題

無人化ニーズが高い用途（危険物管
理区域、冷凍倉庫など）への適用を想
定

3次元方式 ステレオカメラにより撮影した映像から環境の3
次元地図の生成とカメラの位置姿勢を推定す
る。

テレビ中継における画像処理など、一部の
分野では実用化されている。画像における
特徴点、線情報、画像情報などを利用す
ることにより、リアルタイム性の確保、位置検
出の高精度化などに対応している。

ドローンや測量等の立体空間を把握す
るケース

表3.4-1： SLAM方式の技術
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3.4 物流倉庫

物流倉庫で活用可能なロボットフレンドリーな環境の参考基準

ANSI A117.1（2009）Accessible and usable buildings and facilities

「ANSI A117.1」は米国障害者法（ADA）の規制に加えて、米国住宅都市開発省（HUD）の住宅アクセスガイドラインと整合
したものである。さらに、国際コード協議会（ICC）が発行しているため、この規格は建築基準法と互換性がある。
本文書は敷地、施設、建物、および関連要素をアクセシブルにするための技術的基準を提供するものである。その内容は、新築時に
検討しなければならない多くのアクセシビリティに対する包括的なアプローチである。例えば、この文書では、寸法を視覚化するわかりや
すい図を用いながら、適切なクリアランス、突出物、手の届く範囲、許容ルートなどを規定しています。

記事の出所: ansi.a117.1.2009.pdf

図3.4-2：車いすの利用可能な有効空間距離(直進) 図3.4-3：車いすの利用可能な有効空間距離(折り返し)
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3.4 物流倉庫

ANSI A117.1（2009）Accessible and usable buildings and facilities

「ANSI A117.1」に記載される主な寸法

記事の出所: ansi.a117.1.2009.pdf

表3.4-2 建物のブロック

No. 床表面 寸法

1 パイル 13 mm （高さ）

2 開口部 13 mm の球体が通過できないサイズ

図3.4-4： No.1に基づく寸法 図3.4-5： No.2に基づく寸法
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3.4 物流倉庫

ANSI A117.1（2009）Accessible and usable buildings and facilities

「ANSI A117.1」に記載される主な寸法

記事の出所: ansi.a117.1.2009.pdf

表3.4-3：建物のブロック(レベル変化)

No. 床表面 寸法

3 垂直 6.4 mm （高さ）

4 面取り 高さが 6.4 mmを超え、最大高さが13 mmを超えないレベルの変化は、1:2 
より急ではない勾配で面取りされなければならない。

5 スロープ 高さ13 mmを超えるレベルの変更は、勾配を付ける。

図3.4-6 No.3に基づく寸法 図3.4-7 No.4に基づく寸法 図3.4-8 No.5に基づく寸法
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3.4 物流倉庫

ANSI A117.1（2009）Accessible and usable buildings and facilities

「ANSI A117.1」に記載される主な寸法

記事の出所: ansi.a117.1.2009.pdf

表3.4-4：ターニング(回転)スペース

No. 回転スペース 寸法

6 円形 回転スペースは、最小直径1525 mmの円形スペースでなければならない。

7 T型 回転スペースは、最小1525 mmの正方形内の T 字型のスペースで、アームと
ベースの幅が最小915 mmでなければなりません。
T の各アームには、305 mmの障害物がないようにする必要があります。
各方向に最低610 mm障害物がないようにします。

図3.4-9 No.6に基づく寸法 図3.4-10 No.7に基づく寸法
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3.4 物流倉庫

ANSI A117.1（2009）Accessible and usable buildings and facilities

「ANSI A117.1」に記載される主な寸法

記事の出所: ansi.a117.1.2009.pdf

表3.4-5：クリアフロアスペース

No. クリアフロアスペース 寸法

8 サイズ 空き床面積は、長さが最小1220 mm、幅が最小760 mmでなければなりませ
ん。

9 ポジション 別段の指定がない限り、クリアなフロア スペースは、要素への前方または平行アプ
ローチのいずれかに配置する必要があります。

図3.4-12：No.9に基づく寸法(前方) 図3.4-13：No.9に基づく寸法(平行)図3.4-11：No.8に基づく寸法
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3.4 物流倉庫

ANSI A117.1（2009）Accessible and usable buildings and facilities

「ANSI A117.1」に記載される主な寸法

記事の出所: ansi.a117.1.2009.pdf

表3.4-6 ：アルコーブ

No. アルコーブ(くぼみ、
凹んでいる部分)

寸法

10 平行アプローチ 平行アプローチ用にクリアなフロア スペースが配置されている場合、
アルコーブは、深さが380 mmを超える場合、最小幅1525 mmでなければなり
ません。

11 前方アプローチ 空き床スペースが前方進入用に配置されている場合、アルコーブは、深さが 610 
mmを超える部分で最小幅915 mmでなければなりません。

図3.4-14：No.10に基づく寸法 図3.4-15：No.11に基づく寸法
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3.4 物流倉庫

物流の効率化_フィジカルインターネットの実現のために

フィジカルインターネットの実現のために必要なことは、以下の3つが考えられる。

• 輸送手段や倉庫などの物流資産をシェアする
⇒トラックなどの輸送手段や倉庫といった物流資産をシェアリングすることで、物流の効率化を図る。

シェアにより自社にとって最短のルートにある物流資産を確保でき、効率的な輸送の実現が可能と考えられる。

• 荷物サイズを標準化して積み荷の効率を高める
⇒さまざまな形状の荷物はトラックの積載率を下げ、配送効率が悪くなるため、

積み荷の大きさを標準化することで荷台を最大限に利用でき、積み荷の手間の軽減にも繋がると考えられる。

• 情報システムを効率化してスピーディーな対応を図る
⇒物流資産のシェアリングには、配送ルートや倉庫の空き状況などの情報がリアルタイムで確認できる情報システムの整備が必要となる。

配送に最適なルートもドライバーが判断するのではなく、荷物ごとの最適なルートを判断するシステムを活用することで、
効率的な配送に繋がると考えられる。

出所:https://fortna.co.jp/ventures/physical_internet/
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3.4 物流倉庫

物流の効率化_フィジカルインターネットの活用事例

セブン―イレブン・ジャパンとファミリーマート、ローソンのコンビニ大手3社は、2020年8月に、それまで独自のトラックを使っていた
店舗への商品配送で、同じトラックを使って共同配送する実験を実施した。

出所: https://smbiz.asahi.com/article/14466908#inner_link_003 

図3.4-17：大手コンビニ3社による共同配送の実証実験
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3.4 物流倉庫

物流の効率化_フィジカルインターネットの活用事例

フィジカルインターネットを一早く実現している例として、米Amazonの取り組みが挙げられます。米Amazonは配送を委
託していたFedExとの契約を2019年に終了させ、独自の配送網を拡充しました。

その配送拠点を外部企業へも解放し、物流資産のシェアを実現させています。
また、航空物流の拠点である米シンシナティ空港を独物流大手のドイツポストDHLと共有しています。
これはアメリカとドイツの時差によるピークタイムの違いから、お互いの空き時間を利用し、物流資産の無駄を減らす取り組
みとして注目されています。

出所: https://frontier-eyes.online/physical-internet/
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3.4 物流倉庫

物流の効率化_フィジカルインターネットに関する連盟の発足

2013 年、欧州において、大手企業や研究機関、行政などが参加して欧州物流革新協力連盟(ALICE: Alliance for 
Logistics Innovation through Collaboration in Europe）が設立された。ALICEは可能な限り物流資産を有効活用する
というコンセプトを持っている。
ALICE設立の背景としては、ロジスティクス及びサプライチェーンのイノベーションは物流企業、荷主それぞれ単独では不可能であり、
緊密に連携しなければならないという認識がある。また、欧州では2030 年の温室効果ガス排出削減目標達成に大きな努力を払っ
ているが、省エネルギー等の技術革新を待っていては目標達成に間に合わないとの見解のもと、現有の物流リソースを最大限に活用
すべくフィジカルインターネットに着目した経緯がある。

出所: https://www.etp-logistics.eu/members/ 

図3.4-18：ALICE加盟団体一覧
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3.4 物流倉庫

物流総合効率化法について

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）は、流通業務（輸送、保管、荷さばき
及び流通加工）を一体的に実施するとともに、「輸送網の集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の合
理化により、流通業務の効率化を図る事業に対する計画の認定や支援措置等を定めた法律です。
国土交通省では、昨今の物流分野における労働力不足や荷主や消費者ニーズの高度化・多様化による多頻度小口

輸送の進展等に対応するため、同法に基づき、「２以上の者の連携」による流通業務の省力化及び物資の流通に伴う
環境負荷の低減を図るための物流効率化の取組を支援しています。

物流総合効率化法の認定を受けることにより、以下の支援制度（メリット）を利用することができます。
・営業倉庫に対する法人税や固定資産税・都市計画税の減免制度
・市街化調整区域に物流施設を建設する場合の開発許可に関する配慮
・モーダルシフト等の取り組みに対する計画策定経費や運行経費等の補助 等

出所: https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html#section-1

図3.4-19：物流総合効率化法の認定事業者マーク
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3.4 物流倉庫

物流総合効率化法について

出所: https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html#section-1

図3.4-20：総合効率化計画認定までの流れ
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3.4 物流倉庫

物流総合効率化法の事例１

出所: https://www.mlit.go.jp/common/001514660.pdf図3.4-21 ：トラック予約受付システムに関する事例



©JQA2023 83

3.4 物流倉庫

物流総合効率化法の事例2

出所: https://www.mlit.go.jp/common/001514660.pdf

図3.4-22：化粧品の船舶に関する事例
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3.4 物流倉庫

バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準(義務基準)の例

出所: https://www.mlit.go.jp/common/001198300.pdf

義務基準 備考

出入口の幅 80cm以上※1 ※1: 高齢者、障害者等が利用する居室等に至る1以上の経路に係る基準

廊下の幅 120cm以上※1 ※1: 高齢者、障害者等が利用する居室等に至る1
以上の経路に係る基準

傾斜路 手すり 片側設置※1 ※1: 低位部分は適用除外

傾斜路の幅 120cm以上※2 ※2: 傾斜路の状況により緩和・適用除外あり

エレベーター
及び
その乗降ロ
ビー

出入口の幅 80cm以上※1 ※1: 高齢者、障害者等が利用する居室等に至る1以上の経路に係る基準(適
用除外あり)

※2: 2000㎡以上の建築物における不特定多数の者が利用するものに限る

かごの幅 140cm以上※1･2 

乗降ロビーの広さ 150cm角以上※1･2

便所 車いす使用者用
便房数

建物に１以上 ー

オスメイト対応水
洗器具を設けた
便房の数

建物に１以上 ー

表 3.4-7：バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準(義務基準)の例

その他以下の施設に係る基準がある。
・階段、・ホテルまたは旅館の客室、・敷地内の通路、・駐車場、・標識、・案内設備、・浴室 等
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3.4 物流倉庫

国土交通省の取組
～歩行空間ネットワークデータを活用した実証事業～

出所: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/content/001479667.pdf

[実証実験_実施内容]

① 自動走行ロボットに必要なバリアフリー情報の整備
• 自動走行ロボットの運行における課題を整理、ロボット向けに必要なバリアフリー情報を抽出。
• 検討結果をもとに、ロボット向けの歩行空間ネットワークデータを整備。

② 実証実験環境の整備
• 歩行空間ネットワークデータを用いた経路探索機能の開発と自動走行ロボットへの実装。
− 経路探索機能は、「歩行者移動支援データプラットフォーム」に実装する経路探索用APIとの連携を想定。

• エレベータを操作する連携機能の開発と自動走行ロボットへの組み込み。
③ 実証実験の実施

• 自動走行ロボットによる荷物配送の実証を実施。
④ 歩行空間ネットワークデータ等整備仕様の改訂等

• 実証結果を踏まえ、既存のデータ整備仕様に対し、ロボットの自動走行を考慮した仕様を追加。
• 継続的なデータ検証、プラットフォームの社会実装、普及展開）

[実証実験の実施期間]: 2022年6月（プレ実験）、2022年11月（本実験）

[実験の場所]:東京都北区赤羽台ヌーヴェル赤羽台

[実証実験の背景・目的]: 
• コロナ感染防止の観点から宅配需要が増え、自動走行ロボットの需要が急増。世界的にも配送用ロボットの民間利用や環境整備が進展。
• 現在、自動走行ロボットは、画像認識技術や経路情報を利用して運行されているが、安全な運行を実現するためには、運行経路に存在す

る段差や急勾配等のバリア情報をはじめ、エレベータ等の施設情報が不可欠。
• そこで、歩行空間ネットワークデータを用いた自動配送実験を行い、その成果をもとに歩行空間ネットワークデータ仕様を改訂、

本プラッフォームの社会実装、全国展開を実現。
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3.4 物流倉庫

国土交通省の取組
～歩行空間ネットワークデータを活用した実証事業～

出所: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/content/001479667.pdf

高度な運行管理システムを用いて柔軟なロボットの遠隔管理が可能な川崎重工業㈱、㈱ティアフォーが共同開発したロボットを使用。
実験エリアは、赤羽駅からUR都市機構のヌーヴェル赤羽台を結ぶ範囲。ヌーヴェル赤羽台は高台にあり、自動走行ロボットは歩道の傾
斜や障害物を回避し、団地の入口近傍にある公共エレベータを自動制御して移動。

[実証用ロボットと実証エリア]

図3.4-23：実証実験用ロボットと実証エリア
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3.4 物流倉庫

国土交通省の取組
～歩行空間ネットワークデータを活用した実証事業～

出所: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/content/001479667.pdf

歩行空間ネットワークデータ等の活用分野の拡大と、それを実現するための効率的なデータ整備・更新環境の構築、高
精度測位技術、等の検討を実施する。

[今後の検討事項]

図3.4-25：今後の検討事項
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TCへのヒアリング項目

業会製品を際立たせるルールを設定すること
で、他社製品と差別化しシェアを拡大

・非競争領域をどこと考えますか？、付加価値（競争領域）として考えられる
ところは？
・想定しているユースケースとしてどのようなものがありますか？

・トラブルが起きた時の対応体制と責任範囲をどのように考えますか？
・法令などで整備すべきものがあれば、その内容について教えてください。

業会に不利となる競争環境をルール形成に
より是正することで、シェア低下を回避

・関係する法律、基準やガイドラインとしてどのようなものがありますか？
・その中で障害となる法令などはありますか？（もしあれば、具体的な内容を教
えてください）
・安全についてどのように考えますか？

自国と同様のルールを他国にも適用すること
で、同一規格で製品を製造し効率化アップ

・どの地域の市場に注目していますか？
・そこの競合メーカはどこですか？
・地域特有の考慮すべき点は？ （例えば商習慣など）

自社に不利となるルール形成の動きに対抗
することで、効率化低減を防止

・どのスタンダードを重視していますか？（ISO/IEC、フォーラム標準、デファク
ト）
・知財権確保などで考慮すべき点としてどのようなことが考えられますか？
サイバーセキュリティの規制に関して気になるところなど

（他国（日本）の技術情報を活用して自社のビジネスを有利にされる防止策、
逆にその回避方法）。
・主要国の政策で気になるものはありますか？どのような点が気になりますか？
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

パリ協定

2015年11月30日から12月13日までフランス・パリにおいて開催された 国連気候変動枠組条約第21回締約国会議
(COP21)では、新たな法的枠組みとなる「パリ協定」を含むCOP決定が採択されました。
パリ協定は、「京都議定書」の後継となるもので、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みです。

パリ協定の特徴
・歴史上はじめて、気候変動枠組条約に加盟する 196カ国全ての国が削減目標・行動をもって参加することをルール化
した公平な合意である。
・全ての国が、長期の温室効果ガス低排出開発戦略を策定・提出するよう努めるべきとしている。
・世界共通の長期目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前 に比べて2Cより十分低く保つとともに、1.5C
に抑える努力を追求すること」 が掲げられている。
・長期目標の達成に向け、2023年以降、5年ごとに世界全体の進捗を確認する(グローバルストックテイク)。
・また、「今世紀後半には、温室効果ガスの人為的な排出と吸収源による除去の均衡を達成するよう、排出ピークをでき
るだけ早期に迎え、最新の科学に従って急激に削減すること」が世界全体の目標として掲げられている。

https://www.jccca.org/global-warming/trend-world/paris agreement
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラル目標の宣言

2020年10月26日、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目
指すことを宣言。
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を、2021年３月２日に閣議決定し、国会に提出、
2021年５月26日に成立しました。
カーボンニュートラルとは
温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します
「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理など
による「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。
※人為的なもの

出所： https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon neutral/about/

図 3.6-1：カーボンニュートラルイメージ
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

国・地方脱炭素会議
地域脱炭素ロードマップ

2021年6月9日に第3回国・地方脱炭素実現会議が開催されて、『地域脱炭素ロードマップ』が決定。
本ロードマップでは、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、
さらに世界へと広げるために、特に2030年までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭
素の行程と具体策を示しています。
これにより、
１．2030年までに少なくとも脱炭素先行地域を100か所以上創出
２．脱炭素の基盤となる重点対策として、自家消費型太陽光や省エネ住宅などを全国で実行
することで、地域の脱炭素モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成を目指します。

出所：地域脱炭素ロードマップ【概要】

図 3.6-2：地域脱炭素ロードマップ

・みどりの食料システム戦略
・国土交通グリーンチャレンジ
・2050カーボンニュートラルに伴う

グリーン成長戦略
などの政策プログラムと連携して実施
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

国・地方脱炭素会議
地域脱炭素ロードマップ 重点対策と基盤的な施策

全国津々浦々で取り組む脱炭素の基盤となる重点対策
① 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
② 地域共生・地域裨益型再エネの立地
③ 公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導
④ 住宅・建築物の省エネ性能等の向上
⑤ ゼロカーボン・ドライブ（再エネ電気×EV/PHEV/FCV）
⑥ 資源循環の高度化を通じた循環経済への移行
⑦ コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり
⑧ 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

脱炭素先行地域づくりと重点対策の全国実施を後押しするための３つの基盤的な施策
①地域の実施体制構築と国の積極支援
②グリーン×デジタルによるライフスタイルイノベーション
③社会全体を脱炭素に向けるルールのイノベーション

出所：地域脱炭素ロードマップ【概要】
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
カーボンニュートラルとグリーン成長戦略の関係

・従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長
に繋がっていく。こうした「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策＝ グリーン成長戦略。

・新しい時代をリードしていくチャンスの中、大胆な投資をし、イノベーションを起こすといった民間企業の前向きな
挑戦を、全力で応援＝ 政府の役割。

・産業政策の観点から、成長が期待される分野・産業を見いだすためにも、まずは、2050年カーボンニュートラ
ルを実現するためのエネルギー政策及びエネルギー需給の絵姿（3E+S）を示すことが必要。

・こうして導き出された成長が期待される産業（14分野）において、高い目標を設定し、あらゆる政策を総動員。

出所： https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-4.pdf
図 3.6-4：3E+S

出所： https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/005/
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
2050年カーボンニュートラルの実現

図 3.6-5：2050年カーボンニュートラルの実現

電力部門
・再エネ
・水素発電
・カーボンリサイクル
・燃料アンモニア産業
・火力＋CO2回収
・原子力

非電力部門
・省エネ
・電化
・脱炭素燃料
・CO2回収
・バイオ燃料
・蓄電池活用

出所： https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-4.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
カーボンニュートラル実現のために不可欠な重要分野

重要分野ごとに「実行計画」を策定

図 3.6-6：成長が期待される14分野
出所： https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-4.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
分野横断的な主要な政策ツール

（１）予算（グリーンイノベーション基金）
特に重要なプロジェクトについては、官民で野心的かつ具体的目標を共有した上で、目標達成に挑戦することをコミットした企業に

対して、技術開発から実証・社会実装まで継続して支援を実施（NEDOに10年間で2兆円の基金を造成）
（２）税制
2050年カーボンニュートラルという野心的な目標に相応しい大胆な税制支援を措置
（３）金融
2050年カーボンニュートラルに向け、政府の資金を呼び水に、民間投資を呼び込む
（４）規制改革・標準化
我が国の利害や社会事情を国際ルールに反映し、我が国の優れた新技術が正しく評価される環境を作る
国内外での制度環境整備により、需要とグリーン投資を拡大し、量産化・価格低減を図る
（５）国際連携
国内市場のみならず、新興国等の海外市場を獲得し、スケールメリットを活かしたコスト削減を通じて国内産業の競争力を強化
（６）2050年に向けた大学における取組の推進等
教育研究体制の整備、大学等と地域社会の連携を推進、経済波及効果の分析手法の検討等
（７）2025年日本国際博覧会
大阪・関西万博を契機に、日本は、「課題解決先進国」として、人間一人一人がそれぞれの可能性を最大限発揮できる持続可

能な社会を、国際社会と共に創ることを推し進める
（８）グリーン成長に関する若手WG
我が国社会が成長し続けるためには、2050 年に現役である若手世代の意見を取り入れることも重要

出所： https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-4.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
（２）税制

① カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（税額控除又は特別償却）の創設
「産業競争力強化法」に新設する計画認定制度に基づき、以下（ⅰ）（ⅱ）の設備導入に対して、最大10％の税額控除又は
50％の特別償却を措置する（改正産業競争力強化法施行から令和５年度末まで３年間）。
(ⅰ) 大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入
（対象製品）化合物パワー半導体、燃料電池、リチウムイオン電池、洋上風力発電設備のうち一定のもの
(ⅱ) 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入

② 事業再構築・再編等に取り組む企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例の創設
コロナ禍の影響により欠損金を抱える事業者が、「産業競争力強化法」に新設する計画認定制度に基づき、カーボンニュートラル実
現を含む「新たな日常」に対応するための投資を行った場合、時限措置として繰越欠損金の控除上限11を認定投資額の範囲で
最大100％まで引き上げる特例を創設する。

③ 研究開発税制の拡充
コロナ禍前（令和２年１月末までに終了する直近の事業年度）に比べて売上金額が２％以上減少していても、なお試験研究
費を増加させている企業については、この控除上限を法人税額の30％までに引き上げる。
（現行の研究開発税制では25%まで控除）

出所： https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-4.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
（４）規制改革・標準化

① 規制改革
新技術の需要を創出するような規制強化（水素、洋上風力、自動車・蓄電池、住宅・建物、船舶など）

② 標準化
市場を拡大、市場形成や差別化、安全・安心等の基礎としての標準化

③市場メカニズムを用いる経済的手法（カーボンプライシング等）
（１）クレジット取引
自主的なクレジット取引に関しては、日本でも、民間企業がESG 投資を呼び込むためにカーボンフリー電気を調達する動きに併せ、
小売電気事業者に一定比率以上のカーボンフリー電源の調達を義務付けた上で、カーボンフリー価値の取引市場や、J-クレジットに
よる取引市場を整備しており、更なる強化を検討する。
（２）炭素税
日本が既に導入済である「地球温暖化対策のための税」や、その他のエネルギー諸税、FIT 賦課金等の負担も踏まえつつ、引き続
き専門的・技術的に議論を進める。
（３）国境調整措置
多排出産業を中心に、温暖化対策に消極的な国との貿易における国際的な競争上の公平性を図り、カーボンリーケージを防止す
るべく、以下の「炭素国境調整措置に関する基本的な考え方」に基づき、欧米等各国の動向を注視しつつ、引き続き必要な対応を
検討していく。

出所： https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-4.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
J-クレジット制度

出所：Ｊークレジット制度とは | Ｊ-クレジット制度 (japancredit.go.jp)

Ｊ－クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理
によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。
本制度は、国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度が発展的に統合した制度で、国により運営されています。
本制度により創出されたクレジットは、経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活
用できます。

図 3.6-7：J-クレジット制度

温室効果ガスの排出削減
または吸収量増加
↓
J-クレジットを創出
↓
排出量削減が難しい業界
（航空、エネルギーなど）
がクレジットを購入し
排出量削減への貢献を
アピール
（排出量の埋め合わせもできる）
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2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
J-クレジット制度の事例 Canon

3.6 カーボンニュートラル政策・制度

出所： https://canon.jp/corporate/csr/environment/customer/carbon-offset/effort

キヤノンMJグループでは、社会全体のCO2削減活動（森林保全や企業などの省エネ活動）を支援し、気候変動の防止に貢献す
るために、オフィス向け複合機と一部のプロダクションプリンターの製品ライフサイクル全体で排出するCO2についてお客様のご要望が
あった場合に、カーボン・オフセットを行う仕組みを導入しています。 製品の環境配慮技術により、製品ライフサイクル全体で排出する
CO2は削減されますが、それでも、どうしても削減できないCO2分に相当するオフセット・クレジットを購入することで、カーボン・オフセッ
トを実施します。
この仕組みの中では、オフセット・クレジットのうちオフセット製品使用時に発生するCO2削減量相当分をご希望のお客さまに移転す
ることが可能です。
お客さまに移転されたオフセット・クレジットのCO2削減量はお客さまご自身の削減量として活用して頂けます。さらに、自治体が販売
するオフセット・クレジットも活用しており、その地域のCO2削減活動への貢献につなげています。

図 3.6-8：Canon事例
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2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
J-クレジット制度の事例（ロボット） 一般社団法人日本水中ロボット調査清掃協会

3.6 カーボンニュートラル政策・制度

出所： http://offset.env.go.jp/sengen/cof/detail/sengen 155.html

”水中ロボット”とは、浄水池、配水池の給水運転を止めること無く、池内の清掃及び状況調査を行える専用ロボットです。
水中ロボットによる調査清掃は、水抜きや水槽の改造等が不要であることから、水や設備資材の省資源化を可能とし、施工中の水
道水の水質を維持することができます。
当協会では、協会員の提供する水中ロボット調査清掃を、施工者の水道水300m3分の使用に相当するCO2排出量をカーボン・
オフセットする、オフセットサービスとして提供することにより、公共事業における水資源の消費の節減とともに地球温暖化防止に貢献
します。

図 3.6-9：日本水中ロボット調査清掃協会事例



©JQA2023 107

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
事業再構築補助金採択事例（第7回公募採択結果より）

3.6 カーボンニュートラル政策・制度

出所：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/result.php

【事業者名】：株式会社JBイレブン（宿泊業，飲食サービス業）
【事業計画名】：中食市場への新規参入及びファストフード新業態開発出店について
【事業計画の概要】
顧客の外食に対するニーズが変化する中、旧態依然とした経営では生き残っていく事が困難で、当社では新分野展開として、中食
市場への新規参入・ファストフード新業態開発出店、業態転換としてＤＸによる非接触・接触低減型店舗仕組変更を計画しまし
た。具体的には、無人ギョーザ販売所増設、無人冷凍セレクトショップ新規出店、新業態開発出店、餃子増産設備導入、モバイル
オーダーシステム、セルフレジ、配膳ロボット導入を計画。

【事業者名】：オリエンタル急行株式会社（運輸業，郵便業）
【事業計画名】：安全・快適な倉庫作業を支援する自律型物流ロボットの販売ビジネスへの参入
【事業計画の概要】
テレワーク浸透等でコロナ禍収束後もＢｔｏＢ物流の回復が限定的な中、物流役務で長年培ったノウハウを活かし、２０３０年
までの１０年間で国内市場規模が約９倍になるロボット販売へ業態転換し、売上回復を図る。

【事業者名】：株式会社ロボットライド（製造業）
【事業計画名】：転倒防止装置を活用した装着型エンターテインメントロボット貸出業への業態変更
【事業計画の概要】
自社開発のロボットに自社スタッフが搭乗してイベント等に出演する事業を行っているが、コロナでイベントが激減したため、転倒防止
装置とセンサーを取り付け、自社スタッフ以外でもロボット格闘スポーツなどが運用できるようにして、遊戯施設等にロボットを長期貸し
出しするビジネスに転換する。
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素先行地域とゼロカーボンシティ

・脱炭素地域
脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消
費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、
我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルと
なります。
「地域脱炭素ロードマップ」では、地方自治体や地元企業・金融機関が中心となり、環境省を中心に国も積極的に支援
しながら、少なくとも100か所の脱炭素先行地域で、2025年度までに、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な
取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行し、これにより、農山漁村、離島、都市部の街区など多様な地域におい
て、地域課題を同時解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示すこととしてお
ります。

・ゼロカーボンシティ
地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室
効果ガスの排出の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとするとされていま
す。
東京都・京都市・横浜市を始めとする823自治体（45都道府県、476市、20特別区、239町、43村）が
「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。

出所： https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#about

出所： https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素先行地域とゼロカーボンシティ
地域脱炭素の推進のための交付金

出所：
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/
grants/chiiki-datsutanso-saiene-kofukin-R5.pdf

図 3.6-10：地域脱炭素の推進のための交付金
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素先行地域とゼロカーボンシティ
自治体排出量カルテ

都道府県と市区町村を対象とした、地方公共団体の排出量等の時系列データを可視化した資料であり、
部門別CO2排出量の現況推計の他、他の地方公共団体との比較、特定事業所の情報、再エネ導入状況、
再エネポテンシャルデータを包括的に知ることができ、印刷して排出削減施策の検討に資する補助資料
として活用することができます。

出所： https://www.env.go.jp/content/900499758.pdf
図 3.6-11：自治体排出量カルテ
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素先行地域とゼロカーボンシティ
取り組み事例 石狩市（北海道）

本事例は、石狩市が豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを持つという区域の特徴を活かし、エネルギーの地産地
消による地域の経済・産業の活性化を実現するため、様々な企業等と連携することにより、国内でも先駆的な新規プロ
ジェクトを展開している事例である。
現在、石狩市では「石狩湾新港地域」内の一部の区域を「RE ゾーン※」に設定し、地域で生産した再エネを 100%地
域内で活用できる仕組みの構築を目指すと同時に、当地域への産業集積を図る取組が進められている。
※RE ゾーン：電力需要の 100%を再エネで供給することを目指す区域
再エネ電力を発電所から自営線で直接供給し、需給制御しながら 稼働する データセンター を指す。 2019年、石狩
市と京セラコミュニケーションシステム株式会社はゼロミッション・データセンターの実現に向けた連携協定を締結し、実現に
向けた検討が進められている。

出所： https://www.env.go.jp/policy/local keikaku/data/jirei 202204.pdf

図 3.6-12：REゾーンのイメージ

成果の一部として石狩湾新港地域における「無人自動配送ロボット」による地域内シェアリング型配送サービスの実証
（京セラコミュニケーションシステム（株）

図 3.6-13：ゼロエミッション・データセンター
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素先行地域とゼロカーボンシティ
取り組み事例 小田原市（神奈川県）

本事例は、脱炭素型地域交通モデルの構築に向け、小田原市内を中心に約50台2022年1月現在）の電気自動車
を活用したシェアリング事業を行っている事例である 。
小田原市は、小田原市内で 電気自動車 を活用したカーシェアリング事業を行う株式会社 REXEV、地域新電力であ
る湘南電力株式会社と 事業協定を締結。 電気自動車は、車に備え付けられた蓄電池に事前に電力を充電すること
で、その電力を用いて走行するが、小田原市では、電気自動車の充電用電力として、 地域の再エネ事業者が調達した
電力を 可能な限り 用いることで、脱炭素化およびエネルギーの地産地消を図っている。

図 3.6-14：事業の実施体制
出所： https://www.env.go.jp/policy/local keikaku/data/jirei 202204.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動

来年のG7広島サミットも見据え、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現に向けた国民の行動変容、ライフスタイル
転換のうねり・ムーブメントを起こすべく、新しい国民運動を開始し、世界に発信します。

図 3.6-15：国民運動概要 出所：
https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/comm
on/file/20221031_cn_lifestyle_overview.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動
国民運動の内容

① 「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現」という国の継続的かつ一貫したメッセージ
② 呼びかけに留まらない具体的なアクション・選択肢の提示
③ 自治体・企業・団体・消費者との連携による足並み・タイミングを揃えた取組・キャンペーンの展開
④ 新しい暮らしを支える製品・サービスへの大規模な需要創出

図 3.6-16：国民運動の内容

出所：
https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/comm
on/file/20221031_cn_lifestyle_overview.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動

国民運動の事例 ZURICH保険会社 カーボンニュートラル自動車保険

「カーボンニュートラル自動車保険」は、「地球環境にも配慮して、車の運転を楽しみたい」、「気候変動に対して個人でも
何か貢献したい」といったお客さま一人ひとりが簡単なオンライン手続きで、自家用車の走行距離に応じたCO2排出をオフ
セットし、気候変動問題に取り組むことができるプログラムです。

図 3.6-17：カーボンニュートラル自動車保険
出所： https://www.zurich.co.jp/carbonneutral-lp/

オフセット先は以下森林保全活動プロジェクト
・北海道美深町における 森林吸収プロジェクト
・グアテマラ カリブ海沿岸地域保全REDD＋プロジェクト
・リンバ・ラヤ生物多様性保護プロジェクト

出所： https://ondankataisaku.env.go.jp/cn lifestyle/
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動

新たな国民運動の事例 大阪府 カーボンフットプリント（CFP）の活用

消費者が商品・サービスを利用する時に、CO2排出の少ないものを積極的に選択していくきっかけづくりとして、暮らしに身
近な食の分野を取り上げ、ライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算・表示する仕組
みであるカーボンフットプリント（CFP）を活用した取組みを展開します。
また、取組みの実施にあたっては、脱炭素ポイントや地産地消の取組みと連携し、相乗的な施策効果の創出を図ります。

カーボンフットプリントとは
カーボンフットプリントとは、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出
される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、商品やサービスにわかりやすく表示する仕組みです。LCA(ライフサイク
ルアセスメント)手法を活用することで、環境負荷が定量的に算定されます。
単位は「g-CO2」で表されます。
商品にかかるCO2排出量を「見える化」することで、事業者と消費者の間でCO2排出量削減行動に関する「気づき」を

共有できるといった効果が期待できます。

認証された商品には、以下のマークが付けられています。

図 3.6-18：カーボンフットプリントマーク
出所：
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/
carbon neutral/pdf/001 04 01.pdf

出所：
https://ondankataisaku.env.go.jp/cn lifestyle/detail/i
ncentive/126.html

出所： https://ondankataisaku.env.go.jp/cn lifestyle/
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

国土交通グリーンチャレンジ
概要

我が国のCO2 排出量の約５割を占める運輸・民生部門の脱炭素化等に向けた地球温暖化緩和策、気候危機に対
応した防災・減災・国土強靱化等の観点からの気候変動適応策等に戦略的に取り組むため、グリーン技術の研究開
発・実装を含め、国土交通分野の環境関連施策・プロジェクトの充実強化を図る。

図 3.6-19：取組方針と横断的な視点
出所： https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001412433.pdf

出所： https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001412432.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

国土交通グリーンチャレンジ
重点プロジェクト

（１）省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり
（２）グリーンインフラを活用した自然共生地域づくり
（３）自動車の電動化に対応した交通・物流・インフラシステムの構築
（４）デジタルとグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開
（５）港湾・海事分野におけるカーボンニュートラルの実現、グリーン化の推進
（６）インフラのライフサイクル全体でのカーボンニュートラル、循環型社会の実現

図 3.6-20：国土交通グリーンチャレンジ重点プロジェクト

出所： https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001412433.pdf

出所： https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001412432.pdf



©JQA2023 119

3.6 カーボンニュートラル政策・制度

みどりの食料システム戦略
概要

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、中長期的な観点から戦略的に取り
組む政策方針として「みどりの食料システム戦略」を策定。

図 3.6.21：みどりの食料システム戦略概要
出所：
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/mi
dori/attach/pdf/index-112.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

みどりの食料システム戦略
具体的な取組

調達、生産、加工・流通、消費のサプライチェーン全体について、労力軽減・生産性向上、地域資源の最大活用、脱炭
素化（温暖化防止）、化学農薬・化学肥料の低減、生物多様性の保全・再生の点から目指す姿として、
・ 2040 年までに、革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）
・ 2050 年までに、革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、今後、「政策手法のグリーン化」（後述）を推進し、そ
の社会実装を実現（社会実装目標）

図 3.6-22：みどりの食料システム戦略 具体的な取組
出所：
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/mi
dori/attach/pdf/index-112.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

みどりの食料システム戦略
政策

図 3.6-23：みどりの食料システム戦略 政策

出所：
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/mi
dori/attach/pdf/index-112.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

みどりの食料システム戦略
具体的な取組事例 生産：イノベーション等による持続的生産体制の構築

図 3.6-24：みどりの食料システム戦略 事例（1）
出所：
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/mi
dori/attach/pdf/index-112.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

みどりの食料システム戦略
具体的な取組事例 加工・流通：ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立

図 3.6-25：みどりの食料システム戦略 事例（2）
出所：
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/mi
dori/attach/pdf/index-112.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

欧州グリーンディールとは

 世界気象機関（WMO）によると、2019年に世界の平均気温は産業革命前のレベルを1.1℃上回った。人間の活動から出される

温室効果ガスにより、ここ10年で異例の地球温暖化や海面上昇、氷河の後退などが起こり、世界各地でかつてない規模の森林火

災や豪雨などの大災害が頻発している。

 「欧州グリーンディール（European Green Deal）」は、EUからの温室効果ガスの排出を実質ゼロにする、つまりEUを世界で初め

ての「気候中立な大陸（Climate-neutral Continent）」にするという目標達成に向けた、EU環境政策の全体像を示したものだ。

 2050年の目標を現実に近づけるための具体的な一歩として、2030年の温室効果ガス削減目標を、従来の1990年比40％から

50％へ、さらに55％へと引き上げる。 欧州気候法

2021 年 6 月 30 日に成立、同年 7 月 9 日に EU 官報で公布

欧州委員会は、2030 年目標および 2050 年目標の実現に向けて、関連法の見直しを行い、法提案など必要な施策の検討を求める同法の
条文に基づき、同年 7 月 14 日、政策パッケージ「Fit for 55」を発表した。
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2035年にガソリン車・ディーゼル車の販売禁止

 新車の乗用車の平均CO2排出量を2021年比で2030年までに55%、バン(小型商用車)は同年までに
50%削減する

 2035年には新車の乗用車、バン共に平均CO2排出量を100%削減を目指す
 上記施策に伴い、60kmおきに充電スポットを、150kmおきに水素補給スポットを設置する

https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1203850 1534.html

図 3.6-30：EUの新車販売規制
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

グローバル企業の脱炭素対応要請

 欧州をはじめ世界各国が脱炭素に向けて規制の導入や強化を進める中で、グローバル企業は自社だけでなくサプライチェーン全体での
GHG削減に取り組む

 自動車などの業種ではサプライヤーの排出削減への取り組み強化のため、主要サプライヤーに脱炭素に関する調達基準を提示する
 日系メーカーも同様で、サプライヤーに排出削減を求めている。将来的に、中小サプライヤーにも影響が及ぶことになる

企業 業種 内容
メルセデス・ベンツ
（ドイツ）

自動車 2020年12月、サプライヤー（約2,000社）にもカーボンニュートラル実現を求めた。2039年に未達の企業はサプライヤーか
ら除外する方針。

フォルクスワーゲン
（ドイツ）

自動車 新しい車両モデルのプロジェクトでは、二酸化炭素（CO2）排出量をサプライヤーと契約する際の重要な基準とする
（2021年4月）。

ポルシェ
（ドイツ）

自動車 サプライヤー（約1,300社）に対して100％再生可能エネルギーを使用して生産することを義務化（新車プロジェクト向け
部品などの供給契約が対象、2021年7月時点）。

トヨタ自動車 自動車 Tier1（300～400社）に対して、2021年度に前年比3％減のCO2削減を要請（2021年6月報道）。
ホンダ 自動車 主要部品メーカーに対し、CO2排出量を2019年度比で毎年4％ずつ減らし、2050年に実質ゼロにするよう要請。2025年

度から実施（2021年11月報道）。
ボッシュ
（ドイツ）

自動車部品 2030年までに全サプライチェーンのCO2排出量を2020年比で15％削減を目指す。サプライヤーのCO2削減状況などを新
規調達先の選定時に考慮（2022年～）。

シュナイダーエレクトリック
（フランス）

電機・産業機器 約1,000社のサプライヤーの脱炭素化を支援することで、サプライヤーのCO2排出量を2025年までに半減（2021年6月）。

BASF
（ドイツ）

化学 同社が立ち上げた「サプライヤー炭素管理プログラム」へのサプライヤーの参加を要請。まずは、製品のカーボンフットプリントな
どのノウハウを共有。次に、サプライヤーの排出量削減の方策を特定し、目標設定をともに行う。

ユニリーバ
（英国）

化学 より強力な連携をサプライヤーに求める「Unilever Climate Promise for Suppliers」を発表（2021年9月）。サプライ
ヤーはこれに署名することで、2030年までに排出量を少なくとも半減する目標を設定することや、目標に向けた進捗状況を
公表、排出量やカーボンフットプリントのデータを同社と共有することにコミットする。

カルフール
（フランス）

小売り 2030年までにサプライヤーが排出するCO2を20メガトン削減する。ペプシコ（米国）や20社以上のグローバルサプライヤーと
ともにオンラインプラットフォームを共同開発（2022年2月）。同プラットフォームを通じて、全てのサプライヤーの排出削減の
取り組みの進捗を可視化。

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2022/1002/a65bdb0f74381f6f.html

表3.6-1：主要企業のサプライヤーへの脱炭素化要請の動き
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

排出量取引制度の改正 新たに道路輸送や建物にも適用へ

• EUでは2005年から、火力発電や鉄鋼・セメントなどの産業、欧州経済領域内の航空便などエネルギー集約産業を対象に、二酸化炭
素の排出量に上限を設け、上限に満たない場合には排出枠を売買できるEU排出量取引制度(ETS： Emissions Trading 
System)を実施してきた。今回、その削減目標を1999年比で最低40%から55%に、さらに毎年の排出上限の削減率を2.2％から
4.2%に引き上げる。また航空便に割り当てられている無償排出枠は段階的に廃止され、2027年からオークション方式の有償割当に移
行する。現行のETSは海運業にも拡大されるほか、排出量の多い道路輸送と建物部門を対象にした新たな排出量取引制度が設けら
れる。

• EUでは、建物(家、オフィス、学校、病院、公共施設など)の建築や利用、改築、解体などに起因する温室効果ガスの排出量がEU全体
の排出量の36%を占める。電力消費量では全体の40%。そのため建物のエネルギー効率を上げるための改築やスマート化を加速する
方針を掲げている。一方、運輸部門の排出量はEU全体のおよそ25％を占め、そのうちの70%以上が道路輸送(自動車、トラック、バス
など)によるもの。運輸部門の排出量は増え続けており、対策が急務となっている。同時に、生活者の経済負担が増えることも懸念されて
いる。

https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1203850 1534.html

図 3.6-31：ＥＵ建築分野の現状
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

他産業でも各国の削減目標引き上げ

• エネルギー集約産業以外の排出量削減を推進する上で、欧州委は各加盟国が排出削減に向けて努力を共有する仕組み(努力分

担規則)を設けている。今回、建物や道路、国内海上輸送、農業、廃棄物、小規模産業分野におけるEU全体の2030年までの排

出削減目標を2005年比29％から最低40％に引き上げることが示された。各加盟国の目標はGDPに基づいて調整される。

• 加盟国が共有する炭素除去の責任については、EU全体で2030年までに年間3億1000万トン相当のCO2排出量を自然の炭素吸

収源(カーボンシンク)を用いて除去する。各国は目標達成のために、炭素吸収源を保全し、その範囲を拡大していく必要がある。EUは

2035年までに、肥料の使用や家畜などの農業分野におけるCO2以外の温室効果ガス(メタンや一酸化二窒素など)の排出も含め、

土地利用・林業・農業の3分野において気候中立(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)を目指す。これに伴い、域内の森林の質・量・レ

ジリエンス(再生力)を向上させる森林戦略を掲げる。持続可能な森林の伐採とバイオマス利用を行い、生物多様性を保全し、2030

年までに欧州全域で30億本の植林を行う計画を定め、同時に林業事業者と森林資源を活用したバイオエコノミーも支援する。

https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1203850 1534.html
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

2030年までに再エネ40% に

• EUのCO2排出量の75%を占めるのがエネルギーの生産・使用だ。日本でもエネルギー基本計画の改定案が発表され、再生可能エネル
ギーの割合を36％～38％に上げる方針が明らかになったが、EUは2030年までに再生エネルギーの割合を現在の少なくとも32%という
目標から40%に引き上げる。これに基づき、加盟国は運輸や冷暖房、建物、産業などそれぞれの分野に対し具体的な目標を課す。

電力使用量そのものを削減

• 全体的な電力使用量と温室効果ガス排出量の削減、エネルギー貧困(必要不可欠な電力サービスの利用が困難な状態・世帯)の解
決に取り組むために、EU全域でのエネルギー使用量の削減に向けて拘束力のある年間目標を定める。さらに加盟国の年間省エネ義務
をほぼ2倍に引き上げる。これを達成するために、公共セクターは毎年、建物の3%をリノベーションし、対策を押し進め、仕事・雇用を生み
出し、エネルギー使用量と納税者の負担を減らす

航空・船舶分野でも持続可能な燃料に移行

• 飛行機や船舶が主要な港や空港においてクリーンエネルギーの供給を受けられるようにする。EU域内の空港において、燃料サプライヤーは
ジェット燃料への合成低炭素燃料などの持続可能な航空燃料の混合量を増やすことが求められる。また、EUの港に寄港する船舶の温
室効果ガス排出量の上限を設け、持続可能な船用燃料やゼロエミッション技術の導入を促進する。

エネルギー製品への課税

• エネルギー製品に対する税制は、適切なインセンティブを設けることで、EUの単一市場を保護・改善し、地球環境に配慮したグリーンな社
会経済への移行を支援するものでなければならないとしている。エネルギー・気候政策に合わせてエネルギー製品への課税を行い、環境や
社会の持続可能性につながるクリーンテクノロジーを推進し、化石燃料の利用を促進するような時代遅れの適用除外や軽減税率をなくし
ていく。

https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1203850 1534.html
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

EU ETS: European Union Emission Trading Scheme

• EU理事会（閣僚理事会）と欧州議会は12月18日、EU排出量取
引制度（EU ETS）の改正指令案の暫定的な政治合意に達したと
発表した。今回の改正は、欧州気候法（2021年4月22日記事参
照）において設定された、2030年の温室効果ガス削減目標
（1990年比で最低55％削減）の達成に向け、現行のEU ETSの
削減目標を引き上げるもの。今回の合意により、改正指令案は、EU
理事会と欧州議会の採択を経て、施行される見込み。

• 欧州委員会は2021年7月に、EU ETSが開始された2005年比で
2030年までに61％削減を提案した（2021年7月16日記事参
照）。EU理事会はこの削減率に同意したものの（2022年6月30日
記事参照）、欧州議会は63％削減を主張（2022年6月27日記
事参照）。両機関の交渉の結果、最終的に62％削減で合意が成
立した。現行の削減目標である43％削減から、19ポイントの引き上げ
となる。また、これに合わせて、2024年に9,000万トン[二酸化炭素
（CO2）換算]分の、2026年に2,700万トン（CO2換算）分の排
出枠を削減した上で、毎年の排出上限の削減率を2024～2027年
は4.3％、2028～2030年は4.4％とする。

EU-ETSはキャップ&トレード制度で、対象国全体の排出量に上限を設け、その中で取引することを原則としている。対象者はその範囲内で
必要・不要な排出枠の売買が可能だ。1つの排出枠を持つと、その枠の保有者は1トンのCO2を排出できる権利を有する。つまり、排出量
を所有する排出枠の範囲内に収めた企業は、余剰排出枠を市場で売ることができる。

https://www.investigate-europe.eu/en/2020/eu-emissions-trading-scheme-explained/
https://ideasforgood.jp/glossary/eu-ets/

図 3.6-32：EU ETSのイメージ
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

炭素国境調整メカニズム（CBAM）

EUが、EU排出量取引制度（EU ETS）などの温室効果ガス削減規制を強化する中で、いわゆるカーボンリーゲージ（規制の緩いEU域

外への製造拠点の移転や域外からの輸入増加）対策として、EU域内の事業者がCBAMの対象となる製品を域外から輸入する際に、

域内で製造した場合にEU ETSに基づいて課される炭素価格に対応した価格の支払いを義務付けるもの。

対象: 特にカーボンリーゲージのリスクが高いセメント、鉄・鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力、水素 など

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/6f6d68c9f585c5b4.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/12/c4424a7b18877842.html

策定背景
EUが温室効果ガス削減規制を強化する中で、規制の緩いEU域外への生存拠点の移転や域外からの輸入増加など、いわゆるカーボン
リーゲージに対する懸念がある。欧州委は、カーボンリ―ケージはEUの削減目標に悪影響を与えるだけでなく、世界全体の排出量増加に
もつながりかねない点を強調し、あくまでも気候変動対策としてCBAMの導入を目指すとしている。また、CBAMを現行のリーケージ対策であ
るEU ETSの無償割り当ての代替制度として位置付けており、最終的には無償割り当てと置き換える方針であることを明確にした。

EU ETSの無償割り当てを2026年から10年かけてCBAMに移行

• 対象製品をEU域外から輸入する場合、加盟国当局に登録した上で、前年分の対象となる輸入品量とその炭素排出量を申告し、EU 

ETSを反映して設定される炭素価格分を支払うことが義務付けられる

• 申告する排出量は、1次データに基づいて算出された、製品の生産時に直接発生した排出量とし、十分なデータが入手できない場合は、

2次データに基づく既定値で代替する

• 域外国で既に炭素価格が支払われている場合には、その分の減額が認められる

• 規則案によると、2023年から予備段階として報告制度を開始し、2026年から実際の支払いの義務化を開始する
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フェストアルピーネ・シュタール・ドナウビッツ社
• オーストリアの冶金および鉄鋼ベースの技術グループで、自動車、消費財、航空宇宙、石油、ガス産業での実績があり、鉄道システム、工具鋼、特殊分

野では世界的リーダー

• 直近10年で環境と気候の保護に約23億ユーロを投資し、CO2排出量の削減に役立つ代替製造プロセスの研究を開始
• この分野のプロジェクトには、鉄鋼生産における水素の使用と再生可能水素の工業生産が含まれます。

3.6 カーボンニュートラル政策・制度

脱炭素化分野の日欧産業協力成功事例(3)

https://www.eu-japan.eu/ja/publications/voestalpine-mitsubishi-ja

 セメント、化学薬品、鉄鋼生産などの排出量の多いセクターの脱炭素化は、
日欧が設定した2050年のカーボンニュートラル目標を達成するための鍵
⇒ 世界の化石燃料からの直接CO2排出量のうち、鉄鋼業界が7〜9％を占める

 鉄鋼生産の重要なステップである鉄鉱石からの酸素の除去は、通常石炭など
の化石燃料から生成される大量の熱を必要とするため、製鋼におけるCO2排
出量の大部分を占めるが、従来のプロセスよりも低い温度で動作し、水素を
燃料にできるプロセスを開発している

 新しい水素燃料プロセスのパイロットプラントは、オーストリアのドナ
ヴィッツにある鉄鋼テクノロジー企業、フェストアルピーネ社の敷地に建設
され2021年に創業開始した（年間2.5万トンの鉄鋼生産能力）

製鉄所：水素燃料製鋼工場

三菱重工業株式会社
• 商用航空、輸送、発電所、ガスタービン、機械やインフラストラクチャから統合された防衛および宇宙システムまで、幅広い業界にソリュー

ションを提供している、世界第3位の製鋼設備企業
• 水素供給と設備建設・エンジニアリングの両面での活躍を目指し、ノルウェーの水素製造装置と水素製造業者の株式を取得
• 同社は11,000人の従業員、100以上の事務所や工場、600以上の欧州サプライヤーとの関係により、欧州全体で包括的な存在感を維持

図 3.6-38：ドナヴィッツ
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• 「1」とはグランドデザインとなる指導意見
→「新たな発展理念を完全・正確・全面的に貫徹し、炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラ
ル活動に取り組むことに関する意見」
が中国共産党中央委員会と国務院の連名で2021/10/24に公布された

• 「N」とは分野 別・産業別の政策措置
→「2030年までの炭素排出ピークアウト行動計画」が国務院から2021/10/26に公布された

• 今後の中国のカーボンニュートラル政策はこの意見と行動計画に従って推進されていくことになる

3060目標
• 習近平国家主席は2020年9月22日、「2030年までの二酸化炭素（CO2）排出ピークアウト、2060年までの炭素中立（カーボン

ニュートラル）の実現」を目指すと表明した
• この目標は、中国では「3060目標」と呼ばれ、カーボンニュートラル政策における大きな転換点となった

3.6 カーボンニュートラル政策・制度

中国の全体的な政策動向

https://iti.or.jp/kikan127/127maie.pdf
https://sustainablejapan.jp/2020/09/24/china-2060-carbon-neutral/54139

https://www.ey.com/ja_jp/japan-business-services/info-sensor-2022-04-07-jbs

「１+N」政策

気候変動に対する取り組みの機運が世界的に高まる中で、世界最大のCO2排出国となっている中国の動向は非常に重要である。
2021年11月英国グラスゴーにて国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）が開催され、合意文書において2100年の世
界平均気温の上昇を産業革命前に比べて1.5度以内に抑える努力を追求することが盛り込まれた。また、同合意において、石炭火力発電
の段階的削減、各国の2030年までの排出目標の再検討・強化およびパリ協定6条（市場メカニズム）に関する基本的な基準について合
意に達するなど、気候変動に対する取組みの機運は世界的によりいっそう高まっている。
中国も、米国と共にグラスゴー共同宣言を発表し、作業部会を設置してパリ協定の枠組みで気候変動対策を強化することで合意するなど、
低炭素に向けた取組みを加速しており、今後より多くの現地企業の経営に影響が及ぶことが予想される。

図 3.6-39：習近平国家主席
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

意見の構成(1)

https://iti.or.jp/kikan127/127maie.pdf

1 全体的要求 (1) 指導思想

(2) 活動原則

2 主要目標 (3) グリーン・低炭素発展計画による牽引の強化

3 経済社会発展の全面的グリーン 転換の推進 (4) グリーン・低炭素発展の地域配置の最適化

(5) グリーン生産・生活様式の形成加速

4 産業構造の踏み込んだ調整 (6) 産業構造の最適化・高度化の推進

(7) 高エネルギー消費・高排出プロジェクトの盲目的な発展の断固とし た
抑制

(8) グリーン・低炭素産業の強力な発展

5 クリーン・低炭素で安全かつ高 効率なエネルギー体系の構築加速 (9) エネルギー消費の強度・総量の双抑制の強化

(10) エネルギー利用効率の大幅な向上

(11) 化石エネルギーの消費の厳格な抑制

(12) 非化石エネルギーの積極的な発展

(13) エネルギー体制メカニズム改革の深化

意見は以下の13部から構成される

表3.6-2：「新たな発展理念を完全・正確・全面的に貫徹し、炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラル活動に取り組むことに関する意見」の構成①
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

意見の構成(2)

https://iti.or.jp/kikan127/127maie.pdf

表3.6-3：「新たな発展理念を完全・正確・全面的に貫徹し、炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラル活動に取り組むことに関する意見」の構成②

6 低炭素交通運輸体系の構築推進の加速 (14) 交通運輸構造の最適化

(15) 省エネ・低炭素型交通手段の普及

(16) 低炭素移動の積極的な誘導

7 都市・農村建設におけるグリーン・低炭素
発展の質的向上

(17) 都市・農村の建設・管理方式の低炭素転換の推進

(18) 省エネ・低炭素建築の強力な発展

(19) 建築エネルギー使用構造の最適化加速

8 グリーン・低炭素重大科学技術の難関攻
略と普及・応用の強化

(20) 基礎研究と先端技術配置の強化

(21) 先進的適正技術の研究開発と普及加速

9 炭素吸収能力の持続的強化・向上 (22) 生態系炭素吸収能力の強化

(23) 生態系炭素吸収の増分の引き上げ

10 対外開放のグリーン・低炭素発展レベルの
向上

(24) グリーン貿易体系の構築加速

(25) グリーン「一帯一路」建設の推進

(26) 国際交流と協力の強化

11 法律・法規・規格および統計モニタリングシ
ステムの整備

(27) 法律・法規の整備

(28) 規格・計量体系の整備

(29) 統計モニタリング能力の向上
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

意見の構成(3)

https://iti.or.jp/kikan127/127maie.pdf

表3.6-4：「新たな発展理念を完全・正確・全面的に貫徹し、炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラル活動に取り組むことに関する意見」の構成③

12 政策メカニズムの整備 (30) 投資政策の整備

(31) グリーン金融の積極的発展

(32) 財政租税・価格政策の整備

(33) 市場化メカニズム建設の推進

13 組織・実施の着実な強化 (34) 組織・指導の強化

(35) 統一計画・協調の強化

(36) 地方責任の徹底

(37) 監督・評価の厳格化
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

意見の主要目標

表3.6-5：新たな発展理念を完全・正確・全面的に貫徹し、炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラル活動に取り組むことに関する意見」の主要目標

意見の主要目標は定性目標と定量目標があり、2060年のカーボンニュートラルに向けて3段階で設定される

2025 2030 2060

定性目標 • グリーン・低炭素循環型発展の経
済体系の初歩的形成

• 重点産業のエネルギー利用効率
の大幅向上

• 炭素排出ピークアウト・カーボン
ニュートラルの実現に向けた堅固な
基礎を構築

• 経済社会発展の全面的なグリー
ントランスフォーメーションを顕著に
進展

• 重点エネルギー消費産業のエネル
ギー利用効率を国際先進レベル
に引き上げ

• CO2排出量をピークアウトさせると
ともに、安定的な低下を実現

• グリーン・低炭素循環型発展の経
済体系とクリーン・低炭素・安全・
高効率のエネルギー体系を全面
的に構築

• エネルギー利用効率を国際先進
レベルに向上

• カーボンニュートラルの目標を順調
に実現し、生態文明建設が豊か
な成果を収め、人と自然が調和・
共生する新たな境地を開拓

定量目標 単位GDP当たりのエネルギー
消費量

2020年比で13.5%削減 大幅に削減 -

単位GDP当たりのCO2排出
量

2020年比で18%削減 2005年比で65%以上削減 -

非化石エネルギー消費比率 約20% 約25% 80%以上

風力発電・太陽光発電の総
設備容量

- 12億キロワット以上 -

新進被覆率 24.1% 約25% -

森林蓄積量 180億立方メートル 190億立方メートル -

https://iti.or.jp/kikan127/127maie.pdf
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

順豊控股(SFホールディング)の例

https://36kr.jp/157935/

 2030 年のカーボンピークアウト実現・2060 年のカーボンニュートラル実現の目標実現に向けて「グリーン物流の建設を系統的に推進す
る」との成長戦略方針を策定

 物流企業のグリーン化・減量化・リサイクル化を積極的に推進していく。また、グリーン梱包・グリーン輸送・グリーン中継輸送等を通じて、物
流のライフサイクル全体をカバーする次のGHG 排出量削減計画を策定

1. グリーン梱包について、持続可能な包材製品の開発・
利用に注力し、業界に影響力のある包材開発・検査
センターとパラメトリックデザインシステムを構築し、減量
化梱包計画と持続可能な包材循環体制を構築した。

2. グリーン輸送について、陸上輸送では、NEV の導入
を継続的に進め、サプライヤーとともに水素燃料車、
天然ガス燃料車など各種宅配シーンに対応する新型
燃料車を開発している。航空輸送では、航路の見直
し・直行便の追加・補助動力装置の使用時間の削
減に加え、NEV の積極的普及を通じてグリーンサプラ
イチェーンソリューションを提供すると同時に、運営モデ
ルの改善により輸送のエネルギー効率の向上とエネル
ギー使用量の削減を図る。

3. グリーン中継輸送について、積極的にグリーン工業団
地の建設・再生可能エネルギーの使用率の引き上
げ・倉庫レイアウトの合理的な計画などを通じて、中
継輸送の効率と省エネ効果の向上を促進する。

項目 企業概要

社名 順豊控股股份有限公司
S.F. Holding Co., Ltd.

設立 1993年

従業員数 12 万1,925 人

事業内容 中国最大の総合物流サービスプロバイダー。業界ソリューションを提案する
独立した第三者データ・テクノロジーサービス会社を目指して、マルチ産
業・マルチシーンに対応する、スマート化・一体化したサプライチェーンソ
リューションを提供。付加価値サービスとなる。

図 3.6-40：S.F. Holding Co., Ltd.

表3.6-6：順豊控股股份有限公司の概要
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

順豊控股(SFホールディング)の例

地球規模の気候変動がもたらす問題に対し、順豊控股は社
会的責任を果たすべく、これまでのCO2 削減実績に基づき、
次のチャレンジ目標を設定した。
- 技術を活用しグリーン変革を進め、2030 年に自社の炭素
効率性を2021 年比55％引き上げ。
- 気候配慮型の宅配便事業を形成し、2030 年に1 梱包
あたりCFP を2021 年比70％削減。予測される事業規模
の拡大を考慮し、削減するCO2 排出量を年々増やす。
2030 年の排出削減目標の達成に向け、次の取り組みを進
めていく。
- エネルギー構造の調整（推定削減量68％）：産業団地
で太陽光発電設備を設置し、NEV の導入を拡大するなど、
再生可能エネルギーによる対策を講じる。
- CO2 削減技術の導入（推定削減量12％）：AI・ビッ
グデータ・IoT（モノのインターネット）など先進技術により運
営の低炭素化・スマート化を実現。
- 輸送・業務モデルのアップグレード（推定削減量11％）：
インターモーダル輸送を進め、航空貨物ハブを利用して航路
を改善し、持続可能な包材の循環利用を推進。
- その他（推定削減量9％）：排出が避けられないCO2 
に対し、植林活動「順豊炭素中立林」の展開とCCER 購入
でオフセットする。

表3.6-8：順豊控股股份有限公司の取り組み②

表3.6-7：順豊控股股份有限公司の取り組み①
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

深セン市におけるカーボンニュートラル分野の産業発展措置（抜粋）

表 3.6-9：深セン市産業発展措置（1）

内容

グリーン低炭素技術の
イノベーション能力向上

・ハイレベルなイノベーションキャリアを創出する。深センに建設された国立工学研究センター、国家
重点研究所、国家企業技術センターに財政的支援を提供することを奨励します。
・主要なグリーンおよび低炭素地域向けの「スタックネック」コア技術研究、主要機器および主要コン
ポーネント研究およびその他のプロジェクトの開発を支援し、技術的成果の変革と工業化を支援し、総
投資に応じて一定の割合の財政支援を提供します。

新たなグリーン低炭素の
事業モデルの発展奨励

・車両とネットワークの相互作用のレベルを向上させる。 充電インフラストラクチャの変革を加速し、
高出力でインテリジェントなアップグレードの開発をサポートし、レビュー後のインテリジェント変革
への投資に応じて一定の割合の財政支援を提供します。
・総合エネルギーサービスの積極的な展開 エネルギーサービス事業体に対し、変革とアップグレードを
加速し、包括的なエネルギーサービスプロバイダーを拡大するよう奨励する。
・炭素包摂認証排出削減取引を支援する。 輸送、商業、居住生活、炭素吸収源など、省エネと炭素削減
の主要分野における炭素包摂的方法論の開発を奨励し、炭素排出削減の利益があり、提出および公開さ
れている炭素包摂的方法論に財政的支援を提供する。

グリーン低炭素新技術・新製品の応
用と普及加速

・再生可能エネルギーの開発を奨励する。発電に応じて実証プロジェクトに0.4元/ kWhを助成します。
・水素エネルギーの実証応用支援 重量・長距離輸送、分散型発電、総合エネルギーの分野での水素エネ
ルギー実証プロジェクトの建設を奨励し、総投資額に応じて一定の割合の財政支援を提供する。

デジタル技術によるグリーン
転換支援

・デジタル産業のグリーントランスフォーメーションを促進する。ゼロカーボンデータセンターのデモ
ンストレーションを構築し、国、州、地方自治体のグリーンデータセンターに報酬を与えます。

出所： https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/245c38994dc9f6eb.html
出所： http://www.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10351/post_10351694.html#749
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

深セン市におけるカーボンニュートラル分野の産業発展措置（抜粋）

出所：
http://www.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10351/po
st 10351694.html#749

内容

グリーン低炭素産業の
市場競争力向上

・規格、認証、計量と国際規格の統合を促進する。市内の企業、公的機関、その他の組織を支援し、国
際基準、国家基準、業界標準、地域基準、およびグループ基準に従って報酬を与えます。
・新エネルギー車の推進を継続する。 消費促進政策の実施と併せて、新エネルギー車適格車購入補助金
政策を適時に実施し、新エネルギー車の販売を促進するため、事前に「国IV.」以下で廃車・転出し、対
象新エネルギー車を購入した普通車に対する補助金政策を実施する。

グリーン低炭素産業園区・社区（コ
ミュニティー）構築

・グリーンで低炭素の産業特性公園の建設を奨励する。集積効果と競争力を形成するデモンストレー
ションパークに財政的支援を提供します。
・炭素排出ゾーンをほぼゼロにする。大きな排出削減の可能性または優れた低炭素基盤を持つ地域、公
園、コミュニティ、キャンパス、建物、企業を選択し、ほぼゼロの炭素排出ゾーンの建設をパイロット
し、条件を満たして受け入れに合格したパイロットプロジェクトに報酬を与えます。

グリーン低炭素社会実現に
向けた政府による保証措置

・グリーン・低炭素分野における人材チームの構築を強化する。 再生可能エネルギーの開発と消費、炭
素の回収と利用、炭素管理、炭素経済、循環経済などの分野におけるグリーンで低炭素の分野の構築を
支援し、新たに設立された分野を中心にカーボンニュートラルな技術大学と低炭素特性大学の設立を奨
励し、関連する分野と大学の建設に財政的支援を提供します。
・グリーン投融資への支援強化 市政府投資誘導基金は、投資家およびメインスポンサーとして、グリー
ンおよび低炭素の分野で産業ファンドの設立を開始し、グリーンおよび低炭素産業への投資および資金
調達支援を増やします。

出所：
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/245c389
94dc9f6eb.html

表 3.6-10：深セン市産業発展措置（2）
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

広東省におけるカーボンニュートラル分野の産業発展措置（抜粋）

出所： http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/snzcsd/content/post 3980099.html

項目 内容

経済・社会開発の包括的なグリーン
イノベーションを推進

・グリーン・低炭素開発計画の指導を強化する。カーボンピークとカーボンニュートラルの目標の要件
は、州の中長期計画と国家経済社会開発のための年間計画に完全に組み込まれ、州レベルの領土空間計
画、特別計画、地域計画、および市と郡の計画のサポートと保証が強化されます。
・グリーン生産とライフスタイルの形成を加速します。省エネルギーと排出削減を積極的に推進し、よ
りクリーンな生産を包括的に促進し、循環経済の発展を加速し、資源の包括的な利用を強化し、グリー
ンで低炭素の開発のレベルを向上させます。

産業構造調整を強力に推進 ・産業構造の最適化・高度化を推進する。農業のグリーン開発を加速し、農業における炭素隔離と効率
を促進する。 製造業の質の高い発展のための「6つの主要プロジェクト」の徹底的な実施。
・高エネルギー消費・高排出事業の盲目的な開発を断固として抑制する。産業政策と計画レイアウトを
厳密に実施し、高エネルギー消費および高排出(以下「2つの高」)産業の規模を厳密に管理します。
「上圧と小圧」、「削減と代替」、「移転とアップグレード」などの方法で生産能力を統合する「2つ
の高値」プロジェクトを奨励および支援します。

クリーンで低炭素で安全で効率的な
エネルギーシステムの構築を加速

・エネルギー消費の「二重制御」から総炭素排出量と原単位の「二重制御」への転換を促進する。 エネ
ルギー消費原単位と総量の二重制御システムを改善し、エネルギー消費と二酸化炭素排出強度を厳密に
制御し、総エネルギー消費量を合理的に制御し、総二酸化炭素排出制御システムを確立するための全体
的な計画を立てます。
・非化石エネルギーの積極的な開発 洋上風力発電を大規模に開発し、広東省東部と西部に1,000万キロ
ワットレベルの洋上風力発電基地を2基建設し、陸上風力発電を適度に開発する。 集中型と分散型の両
方の開発を遵守し、太陽光発電を積極的に開発します。 安全確保を前提に、積極的かつ秩序ある原子力
開発を行います。 省外からクリーンな電力を積極的に受け取る。 地域の状況に応じてバイオマスエネ
ルギーを開発します。

出所： https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/bc5477dbf23617aa.html

表 3.6-11：広東省産業発展措置（1）
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

広東省におけるカーボンニュートラル分野の産業発展措置（抜粋）

出所： http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/snzcsd/content/post_3980099.html

項目 内容

重点分野における省エネルギー・炭
素削減活動の実施

・産業分野における省エネルギー・炭素削減活動を実施する。大企業がカーボンピークとカーボン
ニュートラルの目標を設定し、グローバル産業のグリーン開発に深く参加するのを支援します。
・低炭素交通システムの構築を加速する。複合一貫輸送を積極的に発展させ、鉄道、高速道路、水路、
民間航空、都市交通の円滑な接続を促進します。 輸送車両の低炭素化を加速し、新エネルギー車を積極
的に推進し、輸送車両のエネルギー効率を改善し続ける。

グリーン低炭素化学技術のイノベー
ションを強化

・コア技術研究と先端技術レイアウトの強化。低炭素、ゼロカーボン、マイナスカーボンの新素材、新
技術、新設備を開発し、新エネルギー、産業省エネルギー、炭素削減、グリーンビルディング、新エネ
ルギー車、生態系炭素吸収源、資源循環の分野における主要なコア技術の研究を強化します。
・主要な科学技術イノベーションプラットフォームと人材チームの構築を促進する。高等教育機関およ
び科学研究機関に、学際的かつ学際的なグリーンおよび低炭素の人材トレーニングシステムを確立し、
科学と教育、産業と教育の統合を強化し、グリーンで低炭素の科学技術人材とイノベーションチームの
グループを育成することを奨励します国際基準。

生態系の炭素吸収能力の継続的な統
合と強化

・生態系の炭素吸収能力を強化する。領土の空間計画と利用管理を強化し、重要な生態系を厳格に保護
し、既存の生態系の炭素隔離の役割を安定させる。 都市開発の境界を描き、新築用地の規模を厳しく管
理し、都市部と農村部のストック建設用地の積極的な利用を促進します。
・生態系の炭素吸収源の増加を増加させる。 景観、森林、畑、湖沼、草、砂の全体的な保護とシステム
回復を強化し、生態系の保護と回復のための主要なプロジェクトを実施する。

出所： https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/bc5477dbf23617aa.html

表 3.6-12：広東省産業発展措置（2）
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3.6 カーボンニュートラル政策・制度

広東省におけるカーボンニュートラル分野の産業発展措置（抜粋）

出所： http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/snzcsd/content/post 3980099.html

項目 内容

グリーン交流と協力の強化 ・グリーン貿易体制の構築を加速する。グリーン貿易に関する国際ルールに積極的に対応し、貿易構造
の最適化を継続し、高品質で付加価値の高いグリーン製品の貿易を積極的に発展させる。
・グリーンで低炭素な交流と協力を強化する。広東・香港・マカオグレーターベイエリアにおけるグ
リーン技術革新、グリーンファイナンス基準の相互承認と適用、炭素取引、炭素ラベリングにおける緊
密な協力を促進する。 広東・香港・マカオグレーターベイエリアにおけるグリーンファイナンスの共通
市場の設立を促進する。

政策・規制・市場システムの改善 ・法令及び標準測定システムの改善。カーボンニュートラルに関する特別規制の調査・策定、気候変動、
省エネルギー、炭素排出管理、再生可能エネルギー、サーキュラーエコノミーの推進に関する規制・
ルールの策定・改正を推進する。
・経済政策の改善。グリーン電力価格政策システムを改善し、天然ガスの送配電の価格形成メカニズム
を改善します。 カーボンピーク及びカーボンニュートラルクレジットを管理するメカニズムを確立し、
信頼性に対するインセンティブと信頼できないものに対する罰則を強化する。

組織の実施を強化 ・組織のリーダーシップを強化する。カーボンピーキングとカーボンニュートラルの作業を指導および
調整し、カーボンピークとカーボンニュートラルのパイロットデモンストレーション、改革とイノベー
ションを組織および実行し、効果的なモデルと有益な経験を探求し、カーボンピークの達成を主導する
能力を持つ地域、主要産業、主要企業を支援します。
・評価を厳格に監督する。カーボンピークとカーボンニュートラルの目標とタスクの実施の評価を強化
し、規制に従って顕著な貢献をした集団と個人に表彰と賞を与え、法律と規制に従って目標とタスクを
完了していない地域と部門に対する回覧、批判、インタビューの説明責任を実施し、州の生態学的環境
保護監督に関連する実施を含めます。

出所： https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/bc5477dbf23617aa.html

表 3.6-13：広東省産業発展措置（3）
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3.7 ルール形成戦略事例

パナソニック株式会社
パナソニックが見据える、新技術や新事業による社会への排出削減貢献インパクトの施策例

出所：
https://project.nikkeibp.co.jp/mirakoto/atcl/
design/2/t_vol75/?P=2

図3.7-1：パナソニックが見据える、新技術や新事業による社会への排出削減貢献インパクトの施策例
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3.7 ルール形成戦略事例

■日本でも本格スタートしたレギュラトリー・サンドボックス制度
日本でもレギュラトリー・サンドボックス制度が採用されています。
2018年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行され、
プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度が創設されました。
日本の規制のサンドボックス制度では、
現行法がカバーしていないFinTechや自動車の自動走行技術、AI（人工知能）、
ロボットなどの新規技術をはじめ、あらゆる産業分野のプロジェクトで、
誰でも実証実験に応募が可能です。

https://www.jscore.co.jp/column/lifestyle/2018/regulatory-sandbox/

レギュラトリー・サンドボックス（Regulatory 
Sandbox）とは、日本語に訳すと「規制の砂場」という
意味になります。これは、企業が新規ビジネスの実証実
験をできるように、政府が期間や範囲を限定して現行法
の規制を停止する規制緩和政策のことを指し、子どもが
安全を確保された砂場で遊ぶさまにたとえて命名されま
した。

■海外の成功事例からサンドボックス活用を学ぶ
★FinTech産業

イギリスでは、レギュラトリー・サンドボックス制度の活用によって、
2014年、FinTech関連のビジネスが200億ポンド（約3.2兆円）の経済価値と13万5,000人の雇用を生み出した。
UAEでは、政府系国際金融センターであるADGM(アブダビグローバルマーケット)が、CEOに外国人を招致し、
FinTech技術に特化した世界中のスタートアップ企業の誘致に成功

★ドローン産業
世界シェアの90％以上のドローンを製造している中国・深セン市は、制度導入後の2015年に、
ドローンの輸出額を前年の7倍の4億7,200万ドル（約519億円）に伸ばしている。
ルワンダやガーナなどのアフリカ諸国も制度を活用して、観光や保健サービス、電子商取引などに
ドローンを導入して、世界的なドローンの実証実験場としての地位を確立した。
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3.7 ルール形成戦略事例

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rulemaking/2018vn1.pdf

ベトナム - JETRO -ミズノ株式会社
初等義務教育・運動プログラム導入普及促進事業

• 若い世代の肥満が増加
• 健康被害が強く懸念
• 子ども向け運動遊び用具および運動プログラム「ミズノヘキサスロン」を独自に開発
• 楽しみながら「走る」「跳ぶ」「投げる」ことに焦点を合わせて開発した運動遊びプログラム

■導入を目指すルール
「ミズノヘキサスロン運動プログラム」を現地で新たに改定さ
れる学習指導要領へ正式導入する
体育の原点は「遊び」にあるという考えを取り入れる

■結果
・ミズノヘキサスロン運動プログラムに関す
る実証活動の様子は、ベトナム国営放送の
ニュースとして取り上げられるなど現地で大
きなインパクトがあった。また、ベトナ
ムの小学生にも喜んで受け入れられた。
・本事業の推進に関して最適な取り組み機関
である VNIES と全ベトナム学校教育品質確
保プログラムをパートナーとして選定する。
・ミズノヘキサスロン運動プログラムの普及
促進活動を通じて現地の子どもたち同士が考
え、教えあい、楽しく運動する姿を確認して
いる
・2018年11月からベトナム63都市126校の
小学校において「ミズノヘキサスロン運動プ
ログラム」を使用した授業をベトナム教育訓
練省の公認のもとで展開することが可能と
なった。

図3.7-2：中期的な課題解決サイクルの
イメージ図

図3.7-3：ビジネスパートナーとその役割に関す
るフレーム
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3.7 ルール形成戦略事例

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rulemaking/2018in.pdf

インド - JETRO - 会宝産業株式会社
自動車リサイクル関連制度導入および解体技術の標準化

• 日本の自動車リサイクル法のような規制は存在しない
• 大気汚染が深刻な社会問題となっており、車両登録台数の 2~3%にすぎないトラック・バス・商用車の排気ガスが、

自動車全般から排出される汚染の 65%を占めており、強制的な廃車措置が望まれている。
• 現地の自動車リサイクル政策の立案サポート
• 環境に配慮した自動車リサイクル関連規制を導入
• 日本の自動車リサイクル事業者の競争優位性を確保

■想定するビジネスモデル
・自動車リサイクル研修センター
・中古エンジンの性能評価規格（Japan Reuse Standard：JRS）
・自動車リサイクル業の総合業務基幹システム（KRA システム）

■結果
・インド国内において車両登録から 20 年以上経過した
商用車（トラック・バス・タクシー）は強制的に廃車さ
せる法案を 2018 年 4 月に内閣で閣議決定する
・長期的には車両登録から 15 年以上経過した車をスク
ラップにする
・適用範囲はデリー首都圏のみならず、インド全土であ
るため、廃車年限の手前で他の州へ転売するという抜け
道はない
・廃車処理を行う解体業者は環境省からのライセンス取
得が必要となる
・グジャラート州のカンドラ港に自動車リサイクルに関
連する産業を育成することを計画
・自動車リサイクル事業を協働で行う旨の覚書
（Memorandum of Understanding）を締結し、事業
パートナーとして MoRTH に対して接見を行うことがで
きた。

図3.7-4：中古エンジンの性能評価規格の流れ

図3.7-5：自動車リサイクル業の総合業務基幹システム（KRA システム）
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3.7 ルール形成戦略事例

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rulemaking/2018bd.pdf

バングラデシュ - JETRO - テラモーターズ株式会社
電動三輪車に関する国内統一の最低品質保証基準の制度化

• 公共の交通機関が整備されていない
• 価格および品質が適正な電動三輪車を導入することにより、地方におけるモビリティの改善が見込まれる
• 大気汚染への具体的解決アプローチ策となりえる
• 違法業者との不当な価格競争、粗悪品流入を抑制し、電動三輪車及び当社事業の持続的且つ安定した成長の実現を図る

■導入を目指すルールについて
国内統一の最低品質保証基準及びそれに準ずるモデ
ル承認の制度化

・モーター駆動の電動三輪車。
・鉛電池 5 個を直列につなぎあわせ、それを動力に
一回の充電で 100km 走行可能。
・最大積載人数は大人 6 名。
・主に近距離でのタクシーの用途で利用されており、
人力リキシャドライバーと比べて 2.5 倍の所得の向
上が見込まれる。
・安定した品質の電動三輪、二輪の普及とあわせ、
充電ステーションの普及を通じた、次世代交通イン
フラのトータルソリューションの提供を計画

表3.7-1：テラモーターズ株式会社の取り組み、結果、課題
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3.7 ルール形成戦略事例

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rulemaking/2018vn3.pdf

ベトナム - JETRO - 株式会社ラポールヘア・グループ
理美容開業にあたっての公衆衛生基準制度および理美容従事者の資格制度導入

• ベトナムにおける理美容業界の健全な成長が目的
• ベトナムにおいて必要な理美容に関わる制度・ルール形成
• 具体的な制度・ルールとしては、「理美容開業にあたっての講習衛生基準制度」及び「理美容従事者の資格制度」
• 現状では理美容を開業するにあたっての規制や技術、人材育成に関する制度も整っていない
• ハサミやカミソリなど刃物を扱うにもかかわらず、技術・衛生の面において規制やルールが存在しない
• 日本の理美容業界へのベトナムからの人材の流動化についても検討したい

■公衆衛生基準制度
・日本における保健所の検査に相当
・「理美容所の基準」を満たしていること
を事前に確認し、書類として提出し、開業
の承認を得ることが必要になる
・開業後は、「理容所及び美容所における
衛生管理要領」に従う

■理美容に従事する人の資格
・力量を明確化
・技術面だけでなく公衆衛生面での知識も
理解していることを確認するような資格

表3.7-2：株式会社ラポールヘア・グループの取り組み、結果、課題
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3.7 ルール形成戦略事例

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rulemaking/2018ng.pdf

ナイジェリア - JETRO - TOA 株式会社
非常時の音声避難放送設備の導入

• サブサハラ・アフリカ地域は交通等のインフラ投資や、ショッピングモールなどの商業施設が増加
• 音響機器の潜在的ニーズが見込まれる

■ナイジェリアの社会課題
●非常放送設備制度（消防法）の欠落
火災時の非常放送設備の要求が存在しない。
ラゴスなどの都市部では交通渋滞が慢性化しており、消防車が渋滞に巻き込
まれ、消防による初期消火ができない状態
⇒日本の非常放送設備の導入を行う
自動火災報知設備と連動し、自動火災報知設備の感知器が作動すると、あら
かじめ録音されている放送内容が自動で流れる。
一般放送設備からの BGM 放送、アナウンス放送等は遮断され、非常放送の
音源が最優先に流れる仕組みとなっている。

●洪水対策
毎年雨季の時期に発生する傾向があり、またインフラの脆弱性、洪水発生時
の対策がなされていないため、数百名を超える死者、数万人単位での避難者
など大きな被害を出している。
⇒ラインアレイスピーカー、防災スリムスピーカーは、明瞭な音声の長距離
伝達が可能であり、洪水の際の避難音声放送に適している

●スクールセーフティ
特に北東部のボルノ、ヨベ、アダマワの 3 州で、ボコ・ハラムによる暴力
が何百万人もの人々の命を脅かし、そのターゲットのひとつに学校が挙げら
れている
⇒インターカムシステム、放送設備は通常時および緊急時の連絡手段として
使用されている。

表3.7-3：TOA株式会社の取り組み、結果、課題

図3.7-6：ラインアレイス
ピーカー、防災スリムスピー
カー
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3.7 ルール形成戦略事例

http://challengego.co.jp/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rulemaking/2018ro.pdf

ルーマニア – JETRO - 株式会社チャレンジ
地震速報装置による避難訓練実施の制度化

• ルーマニアは地震国であり、30〜50 年間隔に大地震が発生
• 一般市民レベルでは危機意識が薄い。
• 内務省緊急事態庁アラファト長官は「ルーマニアの最大の脆弱性は、地震への準備ができていない人たちが多いこと

だ」と述べており、避難訓練への取組・啓蒙が喫緊の課題

■導入を目指すルール
①全学校へのアラームを使用した避難訓練実施の
ルール化
②民間企業に対し、避難訓練の普及と地震速報装置
購入の助成事業の実施。
③避難訓練の事例発表会を開催し、優れた取組みを
表彰する制度を作る。

⇒EQ ガードの普及、設置、アラームによる避難訓
練を世界各国に普及し、人命 を守る

■取り組みの結果
アラームを活用した避難訓練の普及
・EQ ガード設置校６校でアラームを使用した避難訓練を実
施し、校長先生から高い評価を受けた。
・生徒は、アラームを使用した避難訓練を実践し、100％の
生徒が効果を認め、85％の生徒が年 2 回以上の訓練の実施が
適正と回答している。

ステークホルダーとの関係構築
・緊急事態庁:MOU を締結し、９校にＥＱガードを設置。そ
の内、6 校で避難訓練を実施した。
・教育省：ＥＱガードを設置する 9 校の選定。避難訓練への
参加。活動内容を説明し、意義を認めている。
・市役所：ブカレスト市の区長が避難訓練に参加。

図3.7-7：センサー内蔵地震速報装置EQG-Ⅲ
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3.7 ルール形成戦略事例

https://arc.asahi-kasei.co.jp/report/arc_report/pdf/rs-1000.pdf

株式会社 旭リサーチセンター
企業戦略としての国際ルールメイキング

【新技術をいち早く国際標準化し市場の主導権を握った事例】

■IDEC
• 産業用スイッチ制御パネルの取り付け穴の口径は日本では 25mm、米国では 30mm、EU では 22mm が主流
• 1990 年に取り付け穴の口径の国際標準が IEC で決定、日本は不参加だったため米国の 30mm、EU の 22mm 

が国際標準
• 25mm 口径取り付け穴のスイッチの世界シェアが低下
• 反省から３段階制御スイッチの国際標準化に取り組んだ
• 2003 年に IEC に規格提案を行い2006 年に国際標準として採用された。
• ３段階制御スイッチにおける IDEC 製品の世界シェアは約 90％

■デンソー
• 1994 年に二次元バーコード「QR コード」の開発に成功
• QR コードの特許を取得したがQRコードを印刷する際に１枚ずつ課金するのではなく、QR コードを無償公開

した
• QR コードの読み取り技術をブラックボックス化し、読み取り機やソフトウェアを有償で販売するビジネスモデ

ルを構築
• QR コードは 2000 年に ISO の国際標準規格として採用されたが、基本仕様が無償であることから広く普及す

ることとなり、デンソーは読み取り機で安定した収益を上げた
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3.7 ルール形成戦略事例

https://arc.asahi-kasei.co.jp/report/arc_report/pdf/rs-1000.pdf

株式会社 旭リサーチセンター
企業戦略としての国際ルールメイキング

【自社技術の客観的な評価のため試験方法を国際標準化した事例】

■大成プラス
• 2002 年に金属と樹脂を接着剤を使用しないで接合するナノテク接合技術の実用化に成功
• 接着剤に比べ高い強度を持つものの、その性能の評価方法の国際標準が存在しなかった
• 強度評価できなかったためめ顧客への説得力を欠き、高い安全性を求められる自動車用途などへの採用が進ま

なかった。

• 樹脂メーカーである東ソー、東レ、三井化学とともに、「樹脂－金属接合特性評価試験方法」の国際標準化を
2013 年に ISO に提案

• 提案先である ISO のプラスチックを扱う技術専門委員会（TC）61 は、日本が幹事国を務めており、日本の提
案を受け入れやすい環境

• 接着剤業界の関係者がドイツや米国など主要国へロビー活動をして票固めをしてくれたおかげもあり、2015 年
7 月に国際標準が発行

• 樹脂と金属の接合に関する試験方法が国際標準化されたことで、大成プラスは自社の技術を客観的に評価・証
明できるようになった

• 自動車や航空機など軽量化が求められる分野への本格進出を狙っている
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3.7 ルール形成戦略事例

https://arc.asahi-kasei.co.jp/report/arc_report/pdf/rs-1000.pdf

株式会社 旭リサーチセンター
企業戦略としての国際ルールメイキング

【国際標準化をしたことで海外国営企業の調達候補となった事例】

■東京製綱
• ポリアリレート繊維製ロープは、高強度、低伸度でかつ耐摩耗性などに優れており、石油掘削船舶係留用の

ロープとして期待
• 深海油田掘削が活発に行われているブラジルでは、国営の石油会社ペトロブラスがこのポリアリレート繊維製

ロープに高い関心
• ペトロブラスは納入条件に ISO 規格を求めており、当該ロープの国際規格化がない状況では、受注を受けるこ

とができなかった

• 2013 年に ISO にポリアリレート繊維製ロープの国際標準提案を実施、加盟国の投票を経て、新規提案が正式
承認

• 欧米の競合企業も、材料の違う石油掘削船舶係留用ロープをペトロブラスに提案しているが、国際標準化で先
行していることがポリアリレート繊維製ロープに有利に
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3.8 類似・先端事例



©JQA2023 176

3.8 類似・先端事例
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3.8 類似・先端事例
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3.8 類似・先端事例
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3.8 類似・先端事例
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3.9.1 欧州

欧州連合の主な機関と役割

組織 説明

欧州理事会：European Council（欧州首脳会議） ✓ EUの政治的指針を決定
✓加盟国の首相、大統領他欧州理事会議長と欧州委員会委員長がメ

ンバー

EU理事会：Council of the EU（閣僚理事会） ✓ EUの立法機関の一つ
✓議題毎に各加盟国の担当閣僚が出席

欧州議会：European Parliament ✓ EUの立法機関の一つ
✓欧州委員会に対する民主的統制
✓加盟各国の人口に比例して国別に議席数を割り当て
✓欧州委員会のみが法案提出権を持つが、欧州議会と閣僚理事会も

法案提出を要求することも可能

欧州委員会：European Commission ✓ EUの行政執行機関
✓委員は、欧州理事会が選出、欧州議会が承認
✓ EU加盟27か国の各国から一名ずつが委員に任命
(1)欧州議会および欧州理事会に法案を提出
(2)農業・開発援助・競争・地域政策や研究開発に係る政策実行
(3)欧州司法裁判所とともに共同体法を執行
(4)主に通商や協力に関する国際条約の交渉実施

出所：https://www.soumu.go.jp/main_content/000489588.pdf

欧州の立法と行政に係る主な機関は以下のとおりであり、欧州委員会がルール形成の基点となる法案を提出する

表 3.9.1-1：欧州連合の主な機関と役割
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3.9.1 欧州

欧州委員会の主な総局と所掌分野

総局 英語略称 所掌分野

農業・農村開発総局 DG AGRI ✓共通農業政策、農村開発、バイオエネルギー、気候変動、農業と
環境など

気候行動総局 DG CLIMA ✓気候変動に関する国際交渉、EU排出権取引制度、加盟国の温
室効果ガス排出の監視など

通信ネット―ワーク・コンテンツ技術総局 DG CONNECT ✓産業・社会のデジタル化、インターネットの普及促進

競争総局 DG COMP ✓独占禁止法、企業合併、国家支援など

エネルギー総局 DG ENER ✓ エネルギーの輸入・供給、再生可能エネルギー、省エネ、国際協力
など

環境総局 DG ENV ✓化学品、大気質、海洋環境、自然保護、生物多様性、持続可
能な発展、廃棄物、水質など

保健・食品安全総局 DG SANTE ✓公衆衛生の保護と促進、食品安全、家畜の健康、福祉など

域内市場・産業・宇宙・企業・中小企業
総局

DG GROW ✓域内市場における標準、産業振興、起業促進、中小企業支援な
ど

通商総局 DG TRADE ✓通商協定を含む国際通商政策、輸出入ルールなど

出所：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd421881928e3e57/report1703-4.pdf

欧州委員会には、領域毎に専門の総局を設置し、ルール作りを行っている
このうち、 DG GROWが標準化や産業振興の分野を所掌する

表 3.9.1-2：欧州委員会の主な総局と所掌分野
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3.9.1 欧州

欧州連合の通常の立法手続きの流れ

出所：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd421881928e3e57/report1703-4.pdf

出所：http://www.nihonjinkai.be/file/jetro/seminar2017_1_shiryo2.pdf

閣僚理事会第一読会

欧州理事会から提案された法案について、欧州議会、EU理事会との三者対話を通じて、成立されていく

図 3.9.1-1：欧州連合における立法手続きの流れ

図 3.9.1-2：閣僚理事会第一読会の流れ
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3.9.1 欧州

EUにおける法案の種類とロビー活動

出所：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd421881928e3e57/report1703-4.pdf

種別 説明 ロビー活動の対象

規則：regulation 一般的な効力を有し、加盟国への直接拘束力がある ✓

指令：directive 加盟国に対し、一定の目的に達するような国内法制定
を義務付け、そのフレームワークを示す

✓

決定：decision 特定の団体や個人などに対し、法的拘束力がある ー

勧告：recommendation
意見：opinion

拘束力がない ー

法案は大きく4段階の種別に分けられる
影響度や法的拘束力より、ロビー活動の対象は、規則と指令である

表 3.9.1-3：欧州連合における法案の種類
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3.9.1 欧州

ロビー活動

EU規則やEU指令の制定において、ステークホルダにとってロビー活動が積極的に行われている

【ロビー活動の目的】
✓ 個々の利益の代弁（アングロサクソン系）
✓ 特定の団体の個別の利益を国家権力の圧力から保護する（大陸伝統）

【ポイント】
✓ 総局の局員の中から、法案の関連分野を扱う部署や職員を知ることから
✓ 国際的な活動も行っている分野については、ロビー活動は、欧州に留まらない
✓ 担当欧州委員やその官房の側近スタッフをターゲットにした活動もある
✓ 欧州議会議員を通じた欧州委員へのロビー活動もある
✓ ロビイスト登録制度（透明性登録簿）がある

➡ EUの立法制度を踏まえた対象の選定が重要

【メモ】
フラウンホーファー研究機構、EU政策に関する有力シンクタンク欧州政策研究センター、欧州政策センターも
充実したロビー活動の情報収集、意見交換の場になる

出所：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd421881928e3e57/report1703-4.pdf
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3.9.1 欧州

EN規格の制定フロー

出所：http://ura-pilz.com/qa/2729.html

✓ EU規則やEU指令の中には、整合規格としてEN規格が指定される場合がある
✓ EU域内の規格であるEN規格は、CEN、CENELEC、ETUが、ウィーン協定、ドレスデン協定に基づき、

ISO、IEC、ITUの各国際機関と連携を通じて、協調して標準化される

図 3.9.1-3：EN規格の制定フロー
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3.9.1 欧州

欧州標準化に関する規則1025/2012

【当該規制の目的】

✓ EUの単一市場で主導的な役割を果たす標準化を近代化し、改善すること

‒ EUの基準策定プロセスの運用

‒ このプロセスに関与する様々な組織（EUレベル、国レベル）の協力

✓ 最新の動向と将来の課題を反映するために、立法の枠組みを簡素化し、適応させること

✓ 規格は、市場競争をサポートし、コストを削減し、安全性を向上させ、競争を強化し、健康、安全、セキュリティ、

および環境を保護すること

【キーポイント】

✓ 標準化団体、国家標準化団体、EU加盟国、欧州委員会間の協力

✓ EU法と政策に従って、マーケット主導型の製品とサービスの欧州標準の確率

✓ 情報通信技術の技術仕様のサポート

✓ 標準化活動への資金提供（助成金等の活用）

✓ ステークホルダーの参画
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3.9.1 欧州

「報告：ロボティックスにかかる民法規則に関する欧州委員会への提言」
決議採択への経緯

欧州議会・法務委員会（JURI Committee）

✓ 2015年1月ワーキング・グループ設置
- EUにおけるロボティックスとAIの進展にかかる法的な問題に関する検討。
- 主に民法（Civil Law）にかかる提案を作成することを主眼。

✓ 2016年5月「報告案：ロボティックスにかかる民法規則に関する欧州委員会への提言（Draft Report with 
Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics）(2015/2103(INL)) 」公表。
- 報告作成者（ラポルトゥール）：マディ・デルボー（MadyDelvaux）が報告者
- 欧州各国レベルで異なる法規制を作成する動きがあるが、こうした相違がロボティックスの効率的な展開の障害になるとの懸念から、
最善の規制オプションは欧州統一的なものであるとの問題意識のもと報告。

出所:https://www.soumu.go.jp/main_content/000493528.pdf 

※報告作成者（ラポルトゥール）の位置付け
報告作成者による報告（Report）を元に欧州委員会で議論

※同報告の位置付け
手続き規則46条によるイニシアティブ。欧州議会から欧州委員会（European Commission）に対して、
決議（Resolution）を採決することで関連法の整備や法改正を要請することが可能な手続き。関連委員会
が自身のイニシアティブによって作成した報告に基づいて、決議される。

ロボティックスにかかる民法規則
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3.9.1 欧州

2017年1月(2016年の報告案を受けて)
「報告：ロボティックスにかかる民法規則に関する欧州委員会への提言」
欧州議会における決議（Resolution）

・欧州議会法務委員会は、急速に進展するロボット工学に関するEUのルールを定めるべきであるとの報告書を発表し、倫理基準の順守や無人自動車による事故の責任
などの問題に対応するよう欧州委員会に要請した。

・欧州議会の議員らは、ロボット工学や人工知能の経済的可能性をフルに活用しながら、安全性やセキュリティの標準的なレベルを確保するには、EU全域のルールが必要
であることを強調している。報告書では、規制基準に関して、第三国が定めた基準を強いられることのないようEUが主導的役割を担わなくてはならないとしている。

・議員らは欧州委員会に対し、技術、倫理、規制に関する専門知識を公的機関に提供するためのロボット工学および人工知能に関する欧州機関の創設を検討するよう
求めている。

・議員らはまた、社会、環境および人の健康にロボット工学が及ぼす影響に関して誰が責任を負うかを規定する自主的な倫理行動規範を策定するよう提案し、ロボット工
学が法律や安全、倫理面での基準に従って機能するべきだと述べている。例えば、緊急時に電源が切れるような「キルスイッチ」をロボットに装備するような規範を推奨してい
る。

・特に、自動運転車に関しては協調的なルールをすぐにでも定める必要があると述べ、強制保険や、無人自動車が事故を起こした場合に被害者を全面的に補償するため
の資金を定めるよう求めている。

・さらに、長期的には、被害が発生した場合の責任を明確にするために、最先端の自律ロボットについて「電子人間」という具体的な法的身分を定める可能性も検討しなけ
ればならなくなるだろうと述べている。

・報告書は、ロボット工学の発展が特定の分野における雇用の創出や喪失など、大きな社会的変化も招く可能性があることを指摘し、欧州委員会に対し、新しい雇用モ
デルの検討や、現行の税制および社会制度をロボット工学に適用できるかどうかを含め、こうした動向を注意深く見守っていくよう促している。

・今回の法律案は、欧州委員会に対して立法上の提案を示すよう促すもので、義務ではないが、欧州委員会がこれを拒否する場合は、その理由を明確にしなければなら
ない。

出所:https://crds.jst.go.jp/dw/20170213/2017021310571/

ロボティックスにかかる民法規則
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3.9.1 欧州

No 表題（仮訳）

1 欧州グリーンディールおよび欧州デジタル化の10年を達成し、欧州単一市場のレジ
リエンスを支援するための新規規格または改訂の特定

2 COVID-19 ワクチンおよび医薬品の製造

3 電池に重要な原材料と廃電池

4 気候変動レジリエンスの実現のためのインフラと低炭素セメント

5 水素技術および部品

6 水素の輸送および貯蔵

7 セキュリティ、真正性、信頼性に関する半導体を認証するための規格

8 データスペースのためのスマート契約

欧州委員会より2022年の標準化作業計画として、緊要性の高い重点8項目及び
法令・政策に係わる61項目の計69項目が一覧表に示している。

出所:2022 annual Union work programme for European standardization, 
European Commission

図 3.9.1-5：標準化作業計画（表紙）

欧州標準化戦略：標準化作業計画-1
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3.9.1 欧州

No 表題（仮訳）

9 先進的な製造サービス

10 建設サービス

11 郵政サービス

12 ICTを含む製品・サービスに関するアクセシビリティ要件

13 宇宙トラフィックマネジメントと宇宙データの市場化

14 大気環境 - 大気汚染を測定するセンサーシステムの性能

15 大気環境 - モデリングに基づいた評価

16 環境大気質-環境中の多環芳香族炭化水素モニタリングのための測定方法

17 産業界の排出量

18 プラスチック廃棄物・再生プラスチックの分別

19 飲料水と接触する材料

20 廃水処理
出所:2022 annual Union work programme for European standardization, 
European Commission

欧州委員会より2022年の標準化作業計画として、緊要性の高い重点8項目及び
法令・政策に係わる61項目の計69項目が一覧表に示している。

欧州標準化戦略：標準化作業計画-2

表 3.9.1-4：標準化作業計画
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3.9.1 欧州

No 表題（仮訳）

21 天然冷媒

22 肥料製品

23 食の安全：動物栄養学

24 食の安全：食品中の汚染物質

25 食の安全：食品中の金属

26 食の安全：食品中のマイコトキシンおよび植物毒素

27 液化ガスをばら積みする船舶およびガスを推進剤として使用する船舶の安全性

28 気候関連データ

29 ダイナミックライフサイクルアセスメントによる建設製品の炭素除去量推定

30 エコデザイン及びエネルギーラベリング：パソコン

出所:2022 annual Union work programme for European standardization, 
European Commission

欧州委員会より2022年の標準化作業計画として、緊要性の高い重点8項目及び
法令・政策に係わる61項目の計69項目が一覧表に示している。

欧州標準化戦略：標準化作業計画-3

表 3.9.1-5：標準化作業計画
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3.9.1 欧州

No 表題（仮訳）

31 エコデザイン及びエネルギーラベリング：調理器具

32 エコデザイン及びエネルギーラベリング：電子ディスプレイ

33 エコデザイン及びエネルギーラベリング：照明

34 エコデザイン及びエネルギーラベリング：ローカルスペースヒーター

35 エコデザイン及びエネルギーラベリング：冷凍機器

36 エコデザイン及びエネルギーラベリング：直販機能付き冷凍機器

37 エコデザイン及びエネルギーラベリング：掃除機

38 エコデザイン及びエネルギーラベリング：スペースヒーター

39 エコデザイン及びエネルギーラベリング：給湯器

40 エコデザイン及びエネルギーラベリング：スマートフォン、タブレット

出所:2022 annual Union work programme for European standardization, 
European Commission

欧州委員会より2022年の標準化作業計画として、緊要性の高い重点8項目及び
法令・政策に係わる61項目の計69項目が一覧表に示している。

欧州標準化戦略：標準化作業計画-4

表 3.9.1-6：標準化作業計画
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3.9.1 欧州

No 表題（仮訳）

41 エコデザイン及びエネルギーラベリング：太陽光発電製品（モジュール、インバータ、システム）

42 エコデザイン：空対空エアコン、ヒートポンプ

43 エコデザイン：家庭用およびオフィス用電気・電子機器

44 エコデザイン：電動モーター

45 エコデザイン：外部電源

46 エコデザイン：産業ファン

47 エコデザイン：可変駆動装置

48 鉄道システムの相互運用性

49 医療機器及び体外診断用医療機器

50 無人航空機の安全運航

出所:2022 annual Union work programme for European standardization, 
European Commission

欧州委員会より2022年の標準化作業計画として、緊要性の高い重点8項目及び
法令・政策に係わる61項目の計69項目が一覧表に示している。

欧州標準化戦略：標準化作業計画-5

表 3.9.1-7：標準化作業計画
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3.9.1 欧州

No 表題（仮訳）

51 玩具の安全性

52 特定の子供向け製品の安全要求事項

53 潜在的爆発性雰囲気における保護システム

54 火工品

55 索道設備

56 建設関連製品

57 リフトおよびリフトの安全関連部品

58 車載用計量装置

59 圧力機器

60 ガス機器

出所:2022 annual Union work programme for European standardization, 
European Commission

欧州委員会より2022年の標準化作業計画として、緊要性の高い重点8項目及び
法令・政策に係わる61項目の計69項目が一覧表に示している。

欧州標準化戦略：標準化作業計画-6

表 3.9.1-8：標準化作業計画
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3.9.1 欧州

No 表題（仮訳）

61 簡易圧力容器

62 計量・計測機器

63 安全で信頼性の高い人工知能システム

64 公共調達

65 無線機器のサイバーセキュリティ

66 電子請求書

67 製品・サービスのデジタルパスポート

68 QRコードでの即時決済

69 ブロックチェーンサービス基盤を支える規格

出所:2022 annual Union work programme for European standardization, 
European Commission

欧州委員会より2022年の標準化作業計画として、緊要性の高い重点8項目及び
法令・政策に係わる61項目の計69項目が一覧表に示している。

欧州標準化戦略：標準化作業計画-7 

表 3.9.1-9：標準化作業計画
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１．はじめに
２．全体概要・報告書の内容
３．調査

3.1 施設管理
3.2 食品
3.3 小売
3.4 物流倉庫
3.5 TCヒアリング結果
3.6 カーボンニュートラル政策・制度
3.7 ルール形成戦略事例
3.8 類似・先端事例
3.9 各国における標準化戦略
3.9.1 欧州
3.9.2 中国

４．ルール形成、標準化戦略

附属書
主なロボット関連規格
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3.9.2 中国

中国法における標準および標準化業務の意味と中国標準2035

第2条および第3条

• 標準：農業、工業、サービス業よび行政サービス事業等の領域における一元的な技術要件

• 標準化業務：標準の制定、実施の手配およびこれらの活動を監督・検査することを

標準化法

• 2021 年10 月10 日、中国共産党中央委員会と中国国務院が公開

• 2035 年という長期目標に向けた標準化政策を定めたものであり、いわゆる

「中国標準2035」として制定作業が進められていたもの

「国家標準化発展綱要」（いわゆる「中国標準2035」）

https://www.jetro.go.jp/ext images/ Reports/01/68663304f60310bf/20210086 03.pdf
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3.9.2 中国

国家標準化発展綱要の2025年までの中期目標（4つの発展目標）

https://www.jetro.go.jp/ext library/1/world/asia/cn/ip/pdf/ip 20211013.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext images/ Reports/01/68663304f60310bf/20210086 03.pdf

標準供給：政府主導 → 政府と市場

標準運用：産業と貿易 → 経済社会全域

「政府主導により制定される標準（国家標準、業界標準、地方標準）」と「市場により自主的に制定される
標準（団体標準および企業標準）」を併せた、新型の標準化体系への移行を推進していく。

主に産業と貿易の分野で運用されていた標準は、今後、経済社会全域へと拡大し、農業、工業、サービス
業および行政サービス事業等の領域を網羅する標準として運用される

 標準化を国内駆動型から、国内と国際の2 つの循環が相互に促進する形へと変化させることを強調
 標準化の国際協力を推し進め、標準の情報が広い範囲で相互運用されること、中国国家標準における国

際標準の採用率が85％以上に達すること等を目標に掲げる
 外商投資企業が、法により標準の制定に参加することを支援

標準化工作：国内駆動 → 国内国際の相互促進

標準化発展：数と規模 → 質と効果

これまで数量的な規模が評価の対象とされていましたが、今後は、質と効率を重視する
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3.9.2 中国

国家標準化発展綱要の概要

https://www.jetro.go.jp/ext library/1/world/asia/cn/ip/pdf/ip 20211013.pdf

主な数値目標
✓ 国家標準策定サイクルの18 ヶ月以下への短縮
✓ 国家標準と国際標準の一致性を85％以上とする

国際標準化との関係
国際標準化機関（ISO）・国際的な専門標準化団体への積極参加や「一帯一路」、BRICｓ、
APEC、その他各国との標準化分野での連携、標準国際化プロジェクト実施などによる国際標準策
定への関与と中国標準・国際標準の互換性促進を進めていくことが示され

知的財産政策との関係
✓ 後述の「標準化と科技イノベーションの相互発展」の項目において、「標準必須特許制度を改善し、標準

制定プロセスにおける知財保護を強化し、イノベーション成果の産業応用を促進する」ことに言及されている。
✓ 「産業標準化レベルの向上」の項目では、「データ資源の財産権についての標準確立」が示された。
✓ 本綱要の公表に先立つ2021 年9 月22 日には、同じく中国共産党中央委員会と中国国務院

から公表された2035 年までの長期政策として、「知識産権強国建設綱要（2021〜2035）
5」が策定された。こちらには、「専利と国際標準の制定との効果的な結合を推進する」旨
言及されている。これら二つの綱要が相次いで公表されたことは、知財政策と標準化政策を
経済・イノベーション政策の両輪として推し進めようとする意図がうかがえる。
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3.9.2 中国

国家標準化発展綱要の対象分野

https://www.jetro.go.jp/ext library/1/world/asia/cn/ip/pdf/ip 20211013.pdf

AI、量子情報、バイオ分野の標準化研究、次世代IT、ビッグデータ、ブロックチェーン、ヘルスケア、新エネルギー、新素材分
野における技術開発と標準化の同時展開、船舶、高速鉄道、新エネ自動車、スマート・コネクティッドカー、ロボット分野にお
ける標準化・産業変革推進、バイオ医学研究、分子育種、無人運転分野における安全関連標準の策定・改善など

標準化と科技イノベーションの相互発展

基礎部品・技術・材料、スマート製造など製造分野、サービス、食品コールドチェーン、物流、EC、卸・小売、不動産、金融
分野などにおける標準の改善やそれによるデジタル化促進、データ財産権やセキュリティ、プラットフォーム・エコノミーやシェアリ
ング・エコノミーなど新興産業における標準化推進、通信や産業用インターネット等のインフラ標準の確立など

産業標準化レベルの向上

CO2 排出ピークアウト及びカーボン・ニュートラルに関連した省エネ、再エネ、CO２排出基準や回収・利用・貯蔵などの標
準の確立・改善、生態系保護や気候変動、自然資源、グリーン農業やグリーンファイナンス、エコツーリズム、グリーン建設、グ
リーン消費等の標準化推進など

グリーン発展における標準化保障の改善

スマート農業など農村活性化、スマートシティなど都市化、行政サービスや信用情報の収集・使用、データセキュリティと個人
情報保護など行政管理・社会ガバナンス、公共安全関連、教育や高齢者支援など公共サービス、スポーツやメディアなど生
活・健康関連の標準化推進など

都市と農村・社会建設に関する標準化加速
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中国における標準の分類（１）

3.9.2 中国

新法では標準の制定機関により、標準を国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準 に
分けている 。

表3.9.2-1：旧法および新法における標準の分類
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中国における標準の分類（2）

1. 国家標準

全国の経済、技術発展に重要な意義を有し、国務院の標準化行政主管部門が承認して公布し、全国で統一的に適用する標準を指す。
国家標準は強制標準、推奨標準に分けられる。

(a)強制国家標準 (b)推奨国家標準

いかなる企業の製品またはサービスも必ず適合しなければならない。 企業が自主的に選択して採用するが、推奨標準の採用を選択した場合、その
製品またはサービスは当該推奨標準に適合しなければならない。

2. 業界標準

推奨国家標準がなく、全国の特定の業界内で統一が必要な技術要件。
業界標準は、国務院の関連行政主管部門各業界を主管している中央政府部門が制定し、国務院の標準化行政主管部門に届出を行う 。

3.地方標準

地方の自然環境等の特殊な技術要件を満たすために制定される標準を指す 。
地方標準は省、自治区、直轄市、区を設置している市（批准後の人民政府の標準化行政主管部門が制定し、国務院の標準化 行政主管部門に届出を行い、
かつ国務院の標準化行政主管部門が国務院の関連行政主管部門に報告する。

4. 団体標準

学会、協会、商会、連合会、産業技術連盟等の社会団体が関連する市場主体と協力し、市場およびイノベーションの需要を満たすために制定する標準を指す。
団体標準の制定は、事前に行政許認可を得る必要がなく、社会団体や産業技術同盟が自主的に制定し、任意で採用できる標準として社会に提供することが推
奨されている 。国務院の標準化行政主管部門と国務院の関連行政主管部門は、共同で団体標準制定の規範化、指導、監督を行う 。

5. 企業標準

企業の社内で統一が必要な技術要件、管理要件、業務要件を満たすために制定される標準を指す。
国は企業が国家標準・業界標準・地方標準の要件の水準を上回り、競争力がある企業標準を制定することを推奨する。企業標準は企業が制定し、企業 の法
定代表者 または その授権の主管責任者が承認して公布する。

3.9.2 中国

https://www.jetro.go.jp/ext images/ Reports/02/2018/aa1a8b323ac61f41/201801rp.pdf

表3.9.2-2：中国の標準体系



©JQA2023 226

No 資料名称 Webサイト

1 中国国家標準化発展綱要
ー政策的インプリケーションと今後の動向

https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-
content/uploads/2022/02/SSUessay_5_Wei20220209_JP.pdf

2 「国家標準化発展綱要」（いわゆる「中国標準2035」）が公表 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/ip_20
211013.pdf

3 国家標準化発展綱要およびデータ管理に係る標準整備の動向
（前編）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/68663304f60
310bf/20210086_03.pdf

4 国家標準化発展綱要およびデータ管理に係る標準整備の動向
（後編）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/68663304f60
310bf/20210086_04.pdf

5 中国標準化制度解説 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/aa1a8b
323ac61f41/201801rp.pdf

参考資料

3.9.2 中国

表3.9.2-３：参考資料
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3.9 各国における標準化戦略
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3.9.2 中国
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附属書
主なロボット関連規格
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4．ルール形成、標準化戦略

• ロボットフレンドリーな環境実現のためのルール形成、標準化戦略

• ロボットフレンドリーを普及させるための取組み：認証・表彰制度

• 各分野における現状
- 施設管理
- 食品
- 小売
- 物流倉庫
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4．ルール形成、標準化戦略

ルール形成における一般的なアプローチ

• 社会的課題を明確化し、ロボフレによって享受できるメリットを明確化する。
その際、国際的に共通な課題を設定する。
例えば、
- 業務の効率化
- 非接触対応の実現
- カーボンニュートラルへの貢献
- 食品ロス・食の安全への対応実現 など

• 社会課題を解決するためのルール形成手段として、ロボットメーカやSIerなど、関連する
ステークホルダが参加する座組を設定し、合意した文書として規格を作成する。
その際、次について対応する必要がある。
例えば、
- 他の国などで類似した国家規格などが作成されているかなどを調査
- 各社で保有している特許や知財権の取扱いの明確化
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4．ルール形成、標準化戦略

• 実際に規格に基づいた活動実績を積み上げる。
活動実績により説得し易くなる。

• 作成した規格を国際的に普及させるため、ロビイングを実施する。
例えば、
- 標準化していく上で協力してもらうための仲間づくり
（作成した規格のコンセプトや内容を理解してもらう）
- 他の国などで類似した規格が作成されている場合、その規格の作成コンセプトや内容の

理解、および必要に応じて規格へのコメンティング対応
ロビイングの対象として効果的な国としては、ドイツが挙げられる
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4．ルール形成、標準化戦略

施設管理分野の現状

• 一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構（RFA）より、 RFA B 0001 :2022（ロボット・
エレベーター連携インタフェイス定義）が発行。さらに、ロボットとセキュリティ（入退管理システムや扉、
フラッパーゲート等）が連動するための規格を策定中

• 規格を活用したエコシステムの構築

• 配送、清掃、警備などをサービスモデルとした、ロボットをエレベータに搭乗させるための実証実験が行
われている

• シンガポールにおいては、シンガポール規格TR93:2021（ Data exchange between robots, 
lifts and automated doorways to enable autonomous operations）が発行

• 施設内で稼働するロボットの運用や設備との連携を一元管理する統合管理するプラットフォームの
開発が行われている

• ビルの各種機器（空調、照明、エレベータ、火災報知器など）をコントロールすることを目的にした
通信規格であるBACnet（Building Automation and Control Network）などが存在する
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4．ルール形成、標準化戦略

食品分野の現状

• 惣菜加工工程での協働ロボットの導入実証が行われ、レトルト惣菜の出荷やロボフレ弁当の製造・
販売が行われた

• 食品製造業は中小企業が多く、最も人手不足

• 安全面について、中小企業向けのロボットシステムを導入するため対応が必要（リスクアセスメント
のガイドラインの発行など）

• ロボットが活用し易い容器（ロボフレ容器）への対応を検討（蓋閉め工程の自動化）

• 1つのロボットで多品種・複数サイズの惣菜を盛り付け可能とするため、特に不定形な食品を扱える
ロボットハンドの開発中

• 食品ロスや食の安全への対応
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4．ルール形成、標準化戦略

小売分野の現状

• 国内外において無人店舗の出店が相次いでいる

• コンビニエンスストアにおいて、飲料陳列の補充業務のため、ロボットが導入されている

• 小売業界は、非正規雇用が多い傾向

• CIO（Chief Information Officer研究会）が立ち上がり、IoTを活用した将来ビジネスモデル
に関する議論が行われている

• 海外では圧倒的なシェアを持つ事業者を中心に自動化やデータ活用が加速しており、日本は後
れを取っている

• 少子高齢化による労働力不足により、自動化やEC強化が必要

• 返品や食品ロスなどへの対応
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4．ルール形成、標準化戦略

物流倉庫分野の現状

• 関連するプレイヤが多く、それぞれモチベーションが異なり、標準化をすることで不利益を被るプレイヤ
が存在する可能性がある（除く、マテハン機器連携IFの標準化）

• 日本の物流は世界に先駆けている部分があり、特にアジア方面で強さを発揮できる可能性が高い

• 物流の自動化普及のためには人件費の高騰がカギとなる

• 物流の効率化のためフィジカルインターネットについて議論されている（より少ない台数のトラックで
荷物を搬送することで燃料消費量を抑え、温室効果ガスの排出量を削減）
- 日本：物流総合効率化法
- 米国：Amazonの取り組み（物流資産のシェアなど）
- 欧州：欧州物流革新協力連盟（ALICE：Alliance for Logistics Innovation  

through Collaboration in Europe）

• 温室効果ガスなどの環境対策
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附属書

主なロボット関連規格（国際規格）

規格番号 タイトル 備考

ISO 13482 : 20214 Robots and robotic devices – Safety requirements for 
personal care robots

ISO 12100 : 2010 Safety of machinery – General principles for design – Risk 
assessment and risk reduction

ISO 13849-1 : 2015 Safety of machinery – Safety-related parts of control –
systems – Part 1: General principles for design

ISO 13849-2 : 2012 Safety of machinery – Safety-related parts of control 
systems – Part 2: Validation

ISO 3691-4：2020 Industrial trucks – Safety requirements and verification –
Part 4: Driverless industrial trucks and their systems

IEC 61508 (all parts) Functional safety of electrical / electronic / programmable 
electronic safety-related systems

IEC 61496 (all parts) Safety of machinery – Electro-sensitive protective 
equipment

IEC 62061 : 2021 Safety of machinery – Functional safety of safety-related 
control systems
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附属書

主なロボット関連規格（国際規格）

規格番号 タイトル 備考

ISO 31101 Robotics — Application services provided by service robots 
— Safety management systems requirements

策定中

IEC 63281-2-2 e-Transporters – Part 2-2: Safety requirements and test 
methods for autonomous cargo e-transporters

策定中
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附属書

主なロボット関連規格（JIS規格）

規格番号 タイトル 備考

JIS B8445：2016 ロボット及びロボティックデバイスー生活支援ロボットの安全要求事項 ISO 13482と
一致

JIS B8446-1：2016 生活支援ロボットの安全要求事項ー第1部：マニピュレータを備えない静
的安定移動作業型ロボット

JIS B8446-2：2016 生活支援ロボットの安全要求事項ー第2部：低出力装着型身体アシス
トロボット

JIS B8446-3：2016 生活支援ロボットの安全要求事項ー第3部：倒立振子制御式搭乗型ロ
ボット

JIS B8456-1：2017 生活支援ロボットー第1部：腰補助用装着型身体アシストロボット

JIS B8463：2022 除じん（塵）型床面清掃ロボット

JIS B9700：2013 機械類の安全性ー設計のための一般原則ーリスクアセスメント及びリスク
低減

ISO 12100と
一致

JIS B9705-1：2019 機械類の安全性ー制御システムの安全関連部ー第1部：設計のための
一般原則

ISO 13849-1
と一致

JIS B9705-2：2019 機械類の安全性ー制御システムの安全関連部ー第2部：妥当性確認 ISO 13849-2
と一致
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附属書

主なロボット関連規格（JIS規格）

規格番号 タイトル 備考

JIS B9961：2008 機械類の安全性ー電気関連の電気・電子・プログラマブル電子制御シス
テムの機能安全

IEC 62061と
一致

JIS C0508（全パート） 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 IEC61508と
一致

JIS D6082：2022 無人搬送車及び無人搬送車システムー安全要求事項及び検証 ISO 3691-4を
修正

JIS Y1001：2019 サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに関
する要求事項
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附属書

主なロボット関連規格（フォーラム規格）

規格番号 タイトル 備考

RFA B0001：2022 ロボット・エレベータ連携インタフェイス定義

RFA B0002 ロボット・セキュリティ連携インタフェイス定義 策定中



以上
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二次利用未承諾リスト

委託事業名:

報告書の題名:

受注事業者名:一般財団法人日本品質保証機構

タイトル

「TransBots™」システム構成図

「RoboHUB」の主な５つの機能

自律走行ロボットエレベータ連携実証事業 実証
実験内容

日本オーチスのショールームで走行するPATORO
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